
一
頁

○
総
務
省
告
示
第
五
十
八
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
四
年
総
務
省
告
示

第
四
百
二
十
六
号
（
電
波
法
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
各
号
の
無
線
局
が
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
を

定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

表
４
の
項
中
「5

,
9
5
0
k

z
」
を
「5

,
9
0
0
k

z

」
に
、
「7

,
1
0
0
k

z

」
を
「7

,
2
0
0
k

z

」
に
、
「7

,
3
0
0
k

z

」

Ｈ
Ｈ

Ｈ
Ｈ

Ｈ

を
「7

,
4
5
0
k

z

」
に
、
「9

,
5
0
0
k

z

」
を
「9

,
4
0
0
k

z

」
に
、
「1

1
,
6
5
0
k

z

」
を
「1

1
,
6
0
0
k

z

」
に
、
「1

2
,

Ｈ
Ｈ

Ｈ
Ｈ

Ｈ

Ｈ
Ｈ

Ｈ
Ｈ

Ｈ
Ｈ

0
5
0
k

z

」
を
「1

2
,
1
0
0
k

z

」
に
、
「1

3
,
6
0
0
k

z

」
を
「1

3
,
5
7
0
k

z

」
に
、
「1

3
,
8
0
0
k

z

」
を
「1

3
,
8
7
0
k

Ｈ
Ｈ

Ｈ
Ｈ

Ｍ
Ｈ

を
超

z

」
に
、
「1

5
,
6
0
0
k

z

」
を
「1

5
,
8
0
0
k

z

」
に
、
「1

7
,
5
5
0
k

z

」
を
「1

7
,
4
8
0
k

z

」
に
、
「1

7
0

z

」
を
「2

0
7
.
5

z

」
に
、
「7

7
0

z
」
を
「7

1
0

z

」
に
改
め
る
。

え
Ｍ

Ｈ
以

上
Ｍ

Ｈ
Ｍ

Ｈ



一
頁

○
総
務
省
告
示
第
五
十
九
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
基
幹
放
送
用
周
波
数
使
用
計

画
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
告
示
第
六
百
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第

五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

デ
ジ

タ
ル

放
送

標
準

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

の
う

ち
デ

ジ
タ

ル
放

送
に

関
す

第
１
の
２

ウ
を
削
り
、
同

エ
中
「

（

( )１

( )１
る

送
信

の
標

準
方

式
に

よ
る

も
の

に
限

る
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送
Ｍ

Ｈ
か

ら

）
」
を
「

」
に
改
め
、
同
エ

中
「4

7
0

z
。

( )ア

7
7
0

z

」
を
「4

7
0

z
7
7
0

z

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

Ｍ
Ｈ

ま
で

Ｍ
Ｈ

を
超

え
Ｍ

Ｈ
以

下
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送
も

の

第
５

に
お

い
て

Ｕ
の

表
示

を
付

し
た

も
の

は
Ｕ

Ｈ
Ｆ

帯
の

周
波

数
に

係
る

も

エ
を
同

ウ
と
し
、
同
２

中
「
（

「

」

( )１

( )３

）
」
を
削
る
。

の
を

示
す

。

第
１
の
３
中
「

」
を
「

」
に
、
「1

3

」
を
「1

0
」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

６
４

第
９

第
７

第
１
の
４
及
び
５
を
削
る
。

第
１
の
６

及
び

を
削
り
、
同
６
を
第
１
の
４
と
す
る
。

( )４

( )５

第
１
中
７
を
削
り
、
８
を
５
と
す
る
。

又
は

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

標
準

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

音
声

多
重

放
送

又
は

音
声

信
号

副
搬

送

第
１
の
９
中
「

」
及
び
「
（



二
頁

波
を

使
用

す
る

伝
送

方
式

に
よ

る
標

準
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
・

デ
タ

多
重

放
送

を
行

う
地

上
系

の
基

幹
放

送
局

の
空

中
線

ー

電
力

は
そ

の
基

幹
放

送
局

が
設

備
を

共
用

す
る

標
準

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

を
行

う
基

幹
放

送
局

の
音

声
の

送
信

に
係

、

）
」
を
削
り
、
同
９
を
第
１
の
６
と
す
る
。

る
空

中
線

電
力

と
同

一

Ｈ
か

ら
Ｈ

ま
で

Ｈ
か

ら
Ｈ

ま
で

Ｈ
か

ら
Ｈ

ま
で

第
１
の

中
「5

9
5
0
k

z
6
2
0
0
k

z
7
1
0
0
k

z
7
3
0
0
k

z
9
5
0
0
k

z
9
9
0
0
k

z

10

、
、

1
1
6
5
0
k

z
1
2
0
5
0
k

z
1
3
6
0
0
k

z
1
3
8
0
0
k

z
1
5
1
0
0
k

z
1
5
6
0
0
k

z
1
7
5
5

Ｈ
か

ら
Ｈ

ま
で

Ｈ
か

ら
Ｈ

ま
で

Ｈ
か

ら
Ｈ

ま
で

、
、

、
、

0
k

z
1
7
9
0
0
k

z
2
1
4
5
0
k

z
2
1
8
5
0
k

z
2
5
6
7
0
k

z
2
6
1
0
0
k

z

」
を
「5

9
0
0

Ｈ
か

ら
Ｈ

ま
で

Ｈ
か

ら
Ｈ

ま
で

及
び

Ｈ
か

ら
Ｈ

ま
で

、

k
z

6
2
0
0
k

z
7
2
0
0
k

z
7
4
5
0
k

z
9
4
0
0
k

z
9
9
0
0
k

z
1
1
6
0
0
k

z
Ｈ

を
超

え
Ｈ

以
下

Ｈ
を

超
え

Ｈ
以

下
Ｈ

を
超

え
Ｈ

以
下

Ｈ
、

、
、

1
2
1
0
0
k

z
1
3
5
7
0
k

z
1
3
8
7
0
k

z
1
5
1
0
0
k

z
1
5
8
0
0
k

z
1
7
4
8
0
k

z
を

超
え

Ｈ
以

下
Ｈ

を
超

え
Ｈ

以
下

Ｈ
を

超
え

Ｈ
以

下
Ｈ

、
、

、

1
7
9
0
0
k

z
2
1
4
5
0
k

z
2
1
8
5
0
k

z
2
5
6
7
0
k

z
2
6
1
0
0
k

z

」
に
改
め

を
超

え
Ｈ

以
下

Ｈ
を

超
え

Ｈ
以

下
及

び
Ｈ

を
超

え
Ｈ

以
下

、

、
同

を
第
１
の
７
と
す
る
。

10
第
１
の

中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

を
第
１
の
８
と
す
る
。

か
ら

を
超

え
ま

で
以

下

11

11

第
１
中

を
９
と
し
、

を

と
す
る
。

12

13

10

標
準

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

等
の

う
ち

デ
ジ

タ
ル

放

第
１
の

中

及
び

を
削
り
、

を

と
し
、
同

中
「
（

14

( )２

( )３

( )４

( )２

14
( )５

）
」
を
削
り
、
同

中

を

と
し
、

を
削
り
、
同

を
第

送
に

関
す

る
送

信
の

標
準

方
式

に
よ

る
も

の
を

除
く

。

14

( )５

( )３

( )６

14

１
の

と
す
る
。

11

「

「

第
４
の
１
の
表
中

8
2
.
5

1
0

を
8
2
.
5

東
京

東
京



三
頁

」

「

「

8
0
.
0

1
0

8
0
.
0

東
京

東
京

に
、
同
３

の
表
中

を

７

( )１

」
8
1
.
3

1
0

8
1
.
3

」

1
0

に
改
め
る
。

７

」

第
５
を
削
る
。

標
準

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

等
の

う
ち

デ
ジ

タ
ル

放
送

に
関

す
る

送
信

の
標

準
方

式
に

よ
る

も
の

に
限

る

第
６
中
「
（

「

（

）

栃
木

4
7

0
.
1

宇
都

宮

4
7

0
.
0
1

日
光

4
7

0
.
0
1

「

大
田

原

）
」
を
削
り
、
第
６
の
１

の
表
中

を

（

）

埼
玉

。

( )１

（

）
群

馬

3
7

0
.
1

前
橋

3
7

0
.
0
0
5

沼
田

（

）

埼
玉

」



四
頁

「

3
4

0
.
0
1

「

銚
子

に
、

を

5
1

銚
子

」

5
1

」

0
.
0
1

に
改
め
、
同
表
注
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

」

注
１

総
合

放
送

広
域

放
送

を
行

う
放

送
対

象
地

域
の

関
東

広
域

圏
に

は
茨

城
県

栃
木

県
及

び

（

）

（

）

、
、

群
馬

県
を

含
ま

な
い

も
の

と
す

る
。

第
６
の
１

の
表
注
２
を
削
り
、
同
表
注
３
中
「

（

）

こ
の

場
合

に
お

い
て

下
段

の
周

波
数

チ
ャ

ン
ネ

ル
番

号

( )１

。
、

「

の
使

用
は

平
成

年
７

月
日

か
ら

と
す

る
渡

島
2
3

2
5

」
を
削
り
、
同
注
を
同
表
注
２
と
し
、
同
１

の
表
中

( )２

「

「

1
8

0
.
5

1
5

渡
島

秋
田

1
8

0
.
5

を

に
、

」

2
9

4
8

」

「

「

１

を

4
8

に
改
め
、
「
（

）
」
を
削
り
、

秋
田

１
注

３

」

」

「

「

沼
田

沼
田

岡
谷

3
7

0
.
0
0
5

3
7

0
.
0
0
5

を

に
、



五
頁

3
7

0
.
0
1

下
仁

田

」

」
「

5
5

0
.
0
2

「

2
6

五
條

を

4
7

0
.
0
2

に
、

岡
谷

4
7

」

5
2

」

「

0
.
0
1

「

2
3

新
宮

を
5
2

0
.
0
1

に
、

五
條

」

4
4

」

「

0
.
0
1

「

2
3

0
.
0
3

西
ノ

島

を

4
4

0
.
0
1

に
、

新
宮

」

3
5

」

」

「

「

5
6

0
.
0
3

「

江
津

を

3
5

0
.
0
3

に
、

を

西
ノ

島

」
4
8

」

「

5
6

0
.
1

「

萩
江

津
萩

4
8

0
.
0
3

に
、

を

」

4
8

」

「

6
1

0
.
0
3

「

長
門

4
8

0
.
1

に
、

を

4
1

長
門

」

4
1

」



六
頁

「

5
6

0
.
0
1

「

須
佐

0
.
0
3

に
、

を

3
6

須
佐

」

3
6

」

「
5
9

0
.
0
1

「

八
幡

浜
0
.
0
1

に
、

を

2
4

0
.
0
1

八
幡

浜

」

2
4

」

」

に
改
め
、
同
表
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
周

波
数

チ
ャ

ン
ネ

ル
番

号
の

欄
中

上
下

２
段

に
周

波
数

チ
ャ

ン
ネ

ル
番

号
の

記
述

が
あ

（

）

（

）

（

）

、

る
場

合
上

段
は

現
在

割
り

当
て

ら
れ

て
い

る
周

波
数

チ
ャ

ン
ネ

ル
番

号
を

下
段

は
変

更
す

る

（

）

、
、

周
波

数
チ

ャ
ン

ネ
ル

番
号

を
表

す
こ

の
場

合
に

お
い

て
一

関
を

送
信

場
所

と
す

る
中

継
局

に

（

）

。
、

あ
っ

て
は

上
段

の
周

波
数

チ
ャ

ン
ネ

ル
番

号
の

使
用

は
平

成
年

３
月

日
ま

で
に

限
る

（

）

2
5

3
1

、
。

「

秋
田

１
1
3

「

5
0

5
0

秋
田

第
６
の
１

の
表
中

を

( )３

5
3

0
.
0
1

4
5

0
.

能
代

能
代

4
5

」

「

「

2
6

0
.
0
0
5

１
沼

田



七
頁

に
、

2
6

0
.
0
0
5

を

に

沼
田

0
1

」

2
6

0
.
0
1

下
仁

田
」

」

「

「

2
6

0
.
0
1

「

銚
子

、

を

3
9

0
.
0
1

に
、

銚
子

3
9

」

」

「

小
田

原
七

尾
2
6

0
.
0
1

「
を

3
4

0
.
0
1

に
、

小
田

原
3
4

」

」

「

5
3

0
.
0
5

「
5
7

岡
谷

を

4
4

0
.
0
5

に
、

七
尾

4
4

」

3
8

」

「

0
.
0
2

「

1
3

五
條

を

3
8

0
.
0
2

に
、

岡
谷

」

5
0

」

「

0
.
0
1

「

1
3

0
.
0
1

新
宮

を

5
0

0
.
0
1

に
、

五
條

」
4
6

」

」

「

「

2
2

0
.
0
3

「

西
ノ

島

を

4
6

0
.
0
1

に
、

を

新
宮

」

3
0



八
頁

」

「

5
8

0
.
1

「

萩
西

ノ
島

萩
3
0

0
.
0
3

に
、

を

」

5
2

」

「

5
8

0
.
0
3

「

長
門

5
2

0
.
1

に
、

を

4
5

長
門

」

4
5

」

「
5
6

0
.
0
1

「

八
幡

浜
0
.
0
3

に
、

を

3
0

八
幡

浜

」

3
0

」

「

1
3

0
.
0
1

「

諫
早

0
.
0
1

に
、

を

5
1

0
.
0
1

諫
早

」

5
1

」

」

に
改
め
、
同
表
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
周

波
数

チ
ャ

ン
ネ

ル
番

号
の

欄
中

上
下

２
段

に
周

波
数

チ
ャ

ン
ネ

ル
番

号
の

記
述

が
あ

（

）

（

）

（

）

、

る
場

合
上

段
は

現
在

割
り

当
て

ら
れ

て
い

る
周

波
数

チ
ャ

ン
ネ

ル
番

号
を

下
段

は
変

更
す

る

（

）

、
、

周
波

数
チ

ャ
ン

ネ
ル

番
号

を
表

す

（

）

。

第
６
の
２
の
表
注
を
削
る
。

「



九
頁

「

2
1

2
2

沼
田

第
６
の
３

の
表
中

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

0
.
0
0
5

を

沼
田

( )１

」

2
1

2
2

下
仁

田

「

2
3

2
4

2
5

0
.
0
0
5

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

0
.
0
1

「

銚
子

銚

に
、

を

2
3

2
4

2
5

0
.
0
1

4
2

3
6

4
5

4
3

3
3

」

」

「

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

0
.
0
1

小
田

原
3
3

3
6

4
2

4
3

4
5

0
.
0
1

に
、

子

」

3
8

3
6

4
9

4
7

5
2

」

「

「

1
4

1
5

1
6

1
7

五
條

を

3
6

3
8

4
7

4
9

5
2

0
.
0
1

に
、

小
田

原

」

3
5

3
7

3
9

4
1

「

0
.
0
1

「

1
4

1
5

1
6

新
宮

を

3
5

3
7

3
9

4
1

0
.
0
1

に
、

五
條

」

3
8

」

1
7

0
.
0
1

「
を

1
4

1
6

3
8

4
2

0
.
0
1

に
改
め
、
同
表
注
を

新
宮

4
2

」

」

次
の
よ
う
に
改
め
る
。



一
〇
頁

注
周

波
数

チ
ャ

ン
ネ

ル
番

号
の

欄
中

上
下

２
段

に
周

波
数

チ
ャ

ン
ネ

ル
番

号
の

記
述

が
あ

（

）

（

）

（

）

、

る
場

合
上

段
は

現
在

割
り

当
て

ら
れ

て
い

る
周

波
数

チ
ャ

ン
ネ

ル
番

号
を

下
段

は
変

更
す

る

（

）

、
、

周
波

数
チ

ャ
ン

ネ
ル

番
号

を
表

す

（

）

。

「

3
1

3
6

4
3

4
5

6
1

「

釧
路

１

第
６
の
３

の
表
中

を

3
1

3
6

釧
路

( )２

4
1

」

「

根

「

4
1

4
3

4
5

に
、

2
7

3
1

3
5

4
3

4
5

0
.
0
5

を

１
根

室
」

」

「

2
7

3
1

3
5

4
3

4
5

0
.
0
5

2
0

※3
1

※3
3

※4
1

4
2

0
.
0
1

室
静

内

に
、

3
8

4
0

4
4

3
9

3
5

3
7

」

」

「

「

2
8

3
0

3
4

3
7

5
6

中
標

津

を

3
5

3
7

3
9

4
1

4
2

0
.
0
1

に
、

静
内

」

2
5

「

0
.
2

「

1
7

※2
1

2
9

秋
田

を

2
5

2
8

3
0

3
4

3
7

0
.
2

に
、

中
標

津

」

3
5

」

「



一
一
頁

2
1

2
9

3
5

「

１
秋

田
１

沼
田

を

に
、

（

）

（

）

注
３

注
２

」

」

「

1
9

0
.
0
0
5

沼
田

1
9

0
.
0
0
5

を

に
、

」

1
9

0
.
0
1

下
仁

田

」

「

2
0

※

2
0

※

0
.
0
3

東
京

３
新

島

1
6

5
0

「

2
0

2
0

0
.

東
京

３
新

島

を

1
6

5
0

」

「

0
3

1
8

※

0
.
0
1

「

小
田

原

に
、

を

3
1

小
田

原
3
1

」

」

「

2
0

3
0

3
9

6
1

0
.
0
5

「

七
尾

0
.
0
1

に
、

を

2
0

七
尾

」

4
2

」

「

4
1

4
9

5
1

5
3

0
.
0
2

「

岡
谷

3
0

3
9

4
2

0
.
0
5

に
、

を



一
二
頁

」

4
4

」

「

2
2

※

0
.
0
1

五
條

4
1

4
4

4
9

5
1

0
.
0
2

に
、

岡
谷

」

2
1

「

「

2
0

※

新
宮

を

2
1

0
.
0
1

に
、

五
條

」

3
4

」

0
.
0
1

「
を

3
4

0
.
0
1

に
、
「

」
を
「

」
に

新
宮

注
４

注
３

」

」

「

3
5

※5
3

須
佐

、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、

注
５

注
４

注
６

注
５

注
７

注
６

5
0

4
0

「

八
幡

浜
5
5

0
.
0
1

「
を

4
0

4
3

5
0

0
.
0
1

に
、

須
佐

4
3

」

」

4
7

4
9

5
4

5
7

0
.
0
1

「
を

4
7

4
9

5
0

5
1

0
.
0
1

に

八
幡

浜
5
0

5
1

」

」



一
三
頁

「
5
4

5
7

5
8

6
1

0
.
0
2

「

西
宇

和
、

を

1
7

2
1

4
9

5
1

西
宇

和
1
7

5
1

4
9

2
1

」

「

「

1
6

1
8

2
0

宗
像

0
.
0
2

に
、

1
6

1
8

2
0

2
4

2
6

0
.
0
2
1

を

宗
像

」

」

2
3

「

2
4

2
6

0
.
0
2
1

2
0

3
8

4
5

6
1

0
.
0
3

「

郷
ノ

浦
郷

ノ
浦

に
、

を

4
1

」

」

こ
の

場
合

に
お

い
て

上
段

の
2
0

3
8

4
1

4
5

0
.
0
3

に
改
め
、
同
表

を
削
り
、
同
表

中
「

（注１）

（注２）

、

」

周
波

数
チ

ャ
ン

ネ
ル

番
号

上
段

に
※

が
付

さ
れ

て
い

る
も

の
を

除
く

の
使

用
は

平
成

年
７

月
日

ま
で

（

）
（

）

2
4

2
4

。

（

）

2
3

2
5

」
を
削
り

に
限

る
こ

と
と

し
下

段
の

周
波

数
チ

ャ
ン

ネ
ル

番
号

の
使

用
は

平
成

年
７

月
日

か
ら

と
す

る
、

。

、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

か
ら

ま
で
を
同
表

か
ら

ま
で
と
し
、
第
６
を
第
５
と
す
る
。

（注２）

（注１）

（注３）

（注７）

（注２）

（注６）

第
７
を
削
る
。

第
８
中
「
（

）
（

）
」
を
「
（

）
」
に
改
め
、
第
８
の
表
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１

注
２

注

注
中

継
器

の
故

障
等

に
よ

り
上

記
に

よ
り

難
い

場
合

に
は

特
別

な
措

置
を

講
ず

る
こ

と
が

で
き

る

（

）

、
、

。



一
四
頁

第
８
を
第
６
と
す
る
。

第
９
中
「
（

）
（

）
」
を
「
（

）
」
に
改
め
、
第
９
の
表

を
削
り
、
第
９
を
第
７
と
す
る
。

注
２

注
３

注
２

（注３）



一
頁

○
総
務
省
告
示
第
六
十
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
七
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
二
年

総
務
省
告
示
第
百
七
十
三
号
（
二
〇
七
・
五

以
上
二
二
二

以
下
の
周
波
数
を
使
用
す
る
特
定
基
地
局
の
開
設
に
関

ＭＨz

ＭＨz

す
る
指
針
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

別
表
第
一
第
四
項
第
一
号

中
「
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
」
を
「
地
上
基
幹
放
送
」
に
改
め
、
「
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
に

( )五

限
る
。
）
」
を
削
る
。



一
頁

○
総
務
省
告
示
第
六
十
一
号

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
九
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
基
幹
放
送
普
及
計
画
（

昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
告
示
第
六
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

第
１
の
１

ア

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( )1

( )エ

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

(
)

ｴ

協
会

の
放

送
に

つ
い

て
は

総
合

放
送

及
び

教
育

放
送

各
１

系
統

の
放

送
学

園
の

放
送

に
つ

い
て

は
大

、

学
教

育
放

送
１

系
統

の
放

送
並

び
に

民
間

基
幹

放
送

事
業

者
の

放
送

に
つ

い
て

は
総

合
放

送
４

系
統

の
放

送
が

全
国

各
地

域
学

園
の

放
送

に
あ

っ
て

は
授

業
実

施
予

定
地

域
に

お
い

て
あ

ま
ね

く
受

信
で

き

（

）

、

る
こ

と
た

だ
し

全
国

の
主

要
地

域
に

お
い

て
行

う
民

間
基

幹
放

送
事

業
者

の
放

送
に

つ
い

て
は

５
。

、
、

系
統

以
上

の
放

送
が

各
主

要
地

域
に

お
い

て
あ

ま
ね

く
受

信
で

き
る

こ
と

。

2
3

2
4

（

2
4

3
1

な
お

平
成

年
７

月
日

岩
手

県
宮

城
県

及
び

福
島

県
の

区
域

に
あ

っ
て

は
平

成
年

３
月

、
、

日
を

も
っ

て
デ

ジ
タ

ル
放

送
以

外
の

放
送

か
ら

デ
ジ

タ
ル

放
送

に
移

行
し

た
が

デ
ジ

タ
ル

放
送

以
外

）

、

の
放

送
が

実
施

さ
れ

て
い

た
区

域
と

同
等

の
区

域
に

お
い

て
平

成
年

３
月

日
ま

で
に

デ
ジ

タ
ル

放
2
7

3
1

、



二
頁

送
が

受
信

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

。
第
１
の
１

イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( )1

イ
衛

星
基

幹
放

送

衛
星

基
幹

放
送

に
つ

い
て

は
放

送
に

関
す

る
需

要
の

動
向

を
勘

案
す

る
と

と
も

に
地

上
基

幹
放

送
及

、
、

び
有

線
一

般
放

送
と

の
連

携
に

留
意

し
つ

つ
そ

の
普

及
を

図
る

と
と

も
に

次
の

と
お

り
と

す
る

、
。

協
会

の
衛

星
基

幹
放

送
(

)
ｱ

Ａ
協

会
の

放
送

に
つ

い
て

は
そ

の
周

波
数

の
１

の
範

囲
内

に
お

い
て

次
の

及
び

に
掲

げ
る

各
(

)
(

)
A

B
、

、

１
系

統
の

高
精

細
度

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

を
行

う
こ

と
一

部
の

時
間

帯
に

お
い

て
高

精
細

度
テ

レ

（

、

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

と
同

時
に

標
準

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

を
行

う
こ

と
又

は
複

数
の

標
準

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放

）

送
を

同
時

に
行

う
こ

と
も

で
き

る
も

の
と

す
る

。
。

衛
星

基
幹

放
送

の
広

域
性

経
済

性
大

容
量

性
及

び
高

品
質

性
を

生
か

し
た

情
報

の
提

供
を

行
(

)
A

、
、

う
総

合
放

送

外
部

の
事

業
者

の
企

画
・

制
作

能
力

を
放

送
番

組
に

活
用

し
過

去
の

優
れ

た
文

化
の

保
存

並
び

(
)

B
、

に
新

た
な

文
化

の
育

成
及

び
普

及
を

促
進

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

総
合

放
送

Ｂ
Ａ

の
放

送
に

つ
い

て
は

次
の

及
び

に
掲

げ
る

事
項

に
取

り
組

む
も

の
と

す
る

(
)

(
)

A
B

、
。

首
都

直
下

型
地

震
等

に
よ

り
地

上
基

幹
放

送
の

全
国

に
向

け
た

放
送

の
実

施
に

重
大

な
障

害
が

生
(

)
A



三
頁

じ
た

場
合

に
お

い
て

も
全

国
に

向
け

た
情

報
の

提
供

が
確

保
さ

れ
る

よ
う

衛
星

基
幹

放
送

に
よ

る
、

放
送

の
特

性
を

生
か

す
こ

と
。

多
様

化
高

度
化

す
る

公
衆

の
需

要
を

踏
ま

え
デ

ジ
タ

ル
技

術
の

新
し

い
利

用
方

法
の

開
発

又
は

(
)

B
、

普
及

を
進

め
る

こ
と

。

Ｃ
Ａ

の
放

送
に

つ
い

て
は

次
の

及
び

に
掲

げ
る

事
項

に
取

り
組

む
も

の
と

す
る

(
)

(
)

(
)

B
A

B
、

。

各
年

度
の

総
放

送
時

間
の

う
ち

協
会

が
外

部
制

作
事

業
者

国
内

に
お

い
て

放
送

番
組

の
制

作
(

)
A

（

、

の
事

業
を

行
う

者
協

会
の

子
会

社
及

び
関

連
会

社
を

除
く

を
い

う
以

下
同

じ
に

制
作

（

）

）

。
。

。

を
委

託
し

た
放

送
番

組
協

会
の

子
会

社
及

び
関

連
会

社
を

介
し

て
制

作
を

委
託

し
た

も
の

を
含

む

（

及
び

協
会

と
外

部
制

作
事

業
者

が
共

同
で

制
作

し
た

放
送

番
組

の
放

送
時

間
が

占
め

る
割

合
が

）

。百
分

の
十

六
以

上
と

な
る

よ
う

努
め

る
こ

と
。

各
年

度
の

総
放

送
時

間
の

う
ち

協
会

が
企

画
競

争
等

に
付

し
て

他
に

制
作

を
委

託
し

た
放

送
番

(
)

B
、

組
及

び
そ

れ
以

外
の

外
部

制
作

事
業

者
が

制
作

に
参

加
し

た
放

送
番

組
の

放
送

時
間

が
占

め
る

割
合

が
百

分
の

五
十

以
上

と
な

る
よ

う
努

め
る

こ
と

。

Ｄ
協

会
の

衛
星

基
幹

放
送

の
在

り
方

に
つ

い
て

は
に

規
定

す
る

特
定

標
準

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

が
(

)
ｳ

、

終
了

す
る

ま
で

の
間

に
協

会
の

地
上

基
幹

放
送

に
よ

る
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送
の

難
視

聴
世

帯
の

状
況

、

技
術

の
進

展
の

動
向

等
を

踏
ま

え
て

総
合

的
な

検
討

を
行

い
必

要
に

応
じ

て
見

直
す

こ
と

と
す

、
、

、



四
頁

る
。

学
園

の
衛

星
基

幹
放

送
(

)
ｲ

学
園

の
衛

星
基

幹
放

送
に

つ
い

て
は

１
系

統
の

高
精

細
度

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

注
及

び
１

系
統

（

）

、

の
超

短
波

放
送

に
よ

る
大

学
教

育
放

送
を

行
う

も
の

で
あ

る
こ

と
。

注
高

精
細

度
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送
が

行
わ

れ
な

い
場

合
に

行
う

標
準

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

を
含

む

（

）
。

民
間

基
幹

放
送

事
業

者
の

衛
星

基
幹

放
送

(
)

ｳ

民
間

基
幹

放
送

事
業

者
の

衛
星

基
幹

放
送

に
つ

い
て

は
技

術
動

向
を

踏
ま

え
高

精
細

度
テ

レ
ビ

ジ
、

、

ョ
ン

放
送

を
中

心
と

し
つ

つ
デ

ジ
タ

ル
技

術
を

活
用

し
た

高
音

質
化

及
び

高
画

質
化

を
目

指
す

と
と

も
、

に
多

様
化

高
度

化
す

る
放

送
需

要
に

応
え

る
た

め
放

送
を

行
う

こ
と

ま
た

衛
星

基
幹

放
送

全
体

、
、

。
、

と
し

て
幅

広
い

分
野

の
多

様
な

放
送

番
組

が
確

保
さ

れ
る

よ
う

配
慮

す
る

こ
と

、
。

な
お

そ
の

周
波

数
の

１
の

範
囲

内
に

お
い

て
７

系
統

の
標

準
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送
ア

の
う

（

1
ｴ

(
)

(
)

、
、

ち
協

会
の

放
送

及
び

民
間

基
幹

放
送

事
業

者
の

放
送

民
間

基
幹

放
送

事
業

者
の

放
送

に
つ

い
て

は
そ

の

（

放
送

対
象

地
域

が
関

東
広

域
圏

で
あ

る
も

の
に

限
る

と
同

一
の

放
送

を
同

時
に

行
う

も
の

に
限

る

）

。
。

以
下

特
定

標
準

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

と
い

う
を

行
う

も
の

で
あ

る
こ

と

「

」

）

。
。

第
１
の
２

中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

な
お

デ
ジ

タ
ル

方
式

に
よ

る
衛

星
基

幹
放

送
の

業
務

に
つ

い
て

は
ま

た

( )2

、

第
３
の
２

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( )1
（注１）



五
頁

注
１

協
会

の
行

う
総

合
放

送
の

関
東

広
域

圏
に

は
茨

城
県

栃
木

県
及

び
群

馬
県

を
含

ま
な

い
も

の

（

）

、
、

と
す

る
。

デ
ジ

タ
ル

放
送

第
３
の
２

エ
を
削
り
、
同

オ

か
ら

ま
で
を
削
り
、
同

中
オ
を
エ
と
し
、
同
２

中
「
（

（ ）2

（ ）2

( )ｳ

（ ）ｵ

（ ）2

( )3

）
」
を
削
り
、
同
２

を
削
り
、
同
２

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
２
中

使
用

す
る

デ
ジ

タ
ル

放
送

使
用

す
る

も
の

( )4

( )5

を

と
す
る
。

( )５

( )４



一
頁

○
総
務
省
告
示
第
六
十
二
号

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
三
十
三
条
第
六
号

の
規
定
に
基
づ
き
、

(５)

平
成
二
年
郵
政
省
告
示
第
二
百
四
十
号
（
無
線
従
事
者
の
資
格
を
要
し
な
い
簡
易
な
操
作
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

第
一
項
第
一
号
中
「
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
」
を
削
る
。



一
頁

○
総
務
省
告
示
第
六
十
三
号

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
三
十
八
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
昭
和
三
十
五
年
郵
政
省
告
示
第
千
十
七
号
（
電
波
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
、
時
計
、
業
務
書
類
等
の
備
え
つ

け
を
省
略
で
き
る
無
線
局
及
び
省
略
で
き
る
も
の
の
範
囲
並
び
に
そ
の
備
え
つ
け
場
所
の
特
例
又
は
共
用
で
き
る
場
合

を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

第
三
項
の
表
三
の
項
中
「
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
」
及
び
「
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
多
重
放
送
」
を
削
る
。



一
頁

○
総
務
省
告
示
第
六
十
四
号

無
線
局
免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
十
三
年
総
務
省
告
示
第
四
百
七
十
九
号
（
無
線
局
免
許
手
続
規
則
第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
希
望
す
る
周

波
数
の
一
ご
と
に
免
許
の
申
請
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
基
幹
放
送
局
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。平

成
二
十
五
年
二
月
二
十
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

第
一
項
及
び
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
の
項
番
号
を
削
り
、
同
項
を
第
一
項
と
す
る
。



一
頁

○
総
務
省
告
示
第
六
十
五
号

無
線
局
免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

昭
和
三
十
五
年
郵
政
省
告
示
第
六
百
四
十
号
（
放
送
区
域
等
を
計
算
に
よ
る
電
界
強
度
に
基
づ
い
て
定
め
る
場
合
に
お

け
る
当
該
電
界
強
度
の
算
出
の
方
法
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

超
短

波
文

字
多

重
放

送
テ

レ
ビ

ジ
ヨ

ン
音

声
多

重
放

送
テ

レ
ビ

ジ
ヨ

ン
文

字
多

重
放

送
又

は
テ

レ
ビ

２
中
「、

、
、

ジ
ヨ

ン
・

デ
タ

多
重

放
送

又
は

超
短

波
文

字
多

重
放

送
テ

レ
ビ

ジ
ヨ

ン

」
を
「

」
に
改
め
、
２

注
３

イ
中
「

ー

( )2

( )1

、

」
及
び
「

3
0
0

音
声

多
重

放
送

テ
レ

ビ
ジ

ヨ
ン

文
字

多
重

放
送

又
は

テ
レ

ビ
ジ

ヨ
ン

・
デ

タ
多

重
放

送
で

あ
つ

て
、

ー

Ｍ
Ｈ

以
下

の
周

波
数

の
電

波
を

使
用

す
る

場
合

に
あ

つ
て

は
別

表
第

６
図

か
ら

第
図

ま
で

Ｍ
Ｈ

を
こ

え
る

z
1
3

3
0
0

z
、

周
波

数
の

電
波

を
使

用
す

る
場

合
テ

レ
ビ

ジ
ヨ

ン
音

声
多

重
放

送
テ

レ
ビ

ジ
ヨ

ン
文

」
を
削
り
、
同

注
５
中
「

( )2
、

、

字
多

重
放

送
又

は
テ

レ
ビ

ジ
ヨ

ン
・

デ
タ

多
重

放
送

で
あ

つ
て

Ｍ
Ｈ

以
下

の
周

波
数

の
電

波
を

使
用

」
、
「

3
0
0

z
、

ー

す
る

場
合

に
あ

つ
て

は
別

表
第

図
に

よ
り

Ｍ
Ｈ

を
こ

え
る

周
波

数
の

電
波

を
使

用
す

る
場

合
別

表
2
4

3
0
0

z

」
及
び
「

、

2
4

」
を
削
る
。

第
図

及
び

別
表
第
６
図
か
ら
別
表
第

図
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

13

別
表

第
６

図
か

ら
別

表
第

図
ま

で
削

除
1
3



二
頁

別
表
第

図
中
「
（3

0
0

z

）
」
を
削
る
。

Ｍ
Ｈ

を
越

え
る

周
波

数
の

電
波

を
使

用
す

る
場

合
の

Ａ
′

14

別
表
第

図
か
ら
別
表
第

図
ま
で
中
「
（3

0
0

z

）
」
を

Ｍ
Ｈ

を
こ

え
る

周
波

数
の

電
波

を
使

用
す

る
場

合
の

Ａ
′

15

21

削
る
。

別
表
第

図
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

24

別
表

第
図

削
除

2
4

別
表
第

図
中
「
（3

0
0

z

）
」
を
削
る
。

Ｍ
Ｈ

を
こ

え
る

周
波

数
の

電
波

を
使

用
す

る
場

合
の

Ｓ
′

25



一
頁

○
総
務
省
告
示
第
六
十
六
号

無
線
局
免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
第
十
五
条
の
五
第
一
項
第
二
号
の
規

定
に
基
づ
き
、
昭
和
三
十
六
年
郵
政
省
告
示
第
百
九
十
九
号
（
無
線
局
免
許
手
続
規
則
の
規
定
に
よ
り
、
簡
易
な
免
許

手
続
を
行
な
う
こ
と
の
で
き
る
無
線
局
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

第
五
項
中
「
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
多
重
放
送
」
及
び
「
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
を
削
る
。



一
頁

○
総
務
省
告
示
第
六
十
七
号

無
線
局
免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
別
表
第
二
号
の
二
第
１
及
び
第
８
の

規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
総
務
省
告
示
第
八
百
五
十
九
号
（
無
線
局
免
許
申
請
書
等
に
添
付
す
る
無
線
局
事
項
書

及
び
工
事
設
計
書
の
各
欄
に
記
載
す
る
た
め
の
コ
ー
ド
表
（
無
線
局
の
目
的
コ
ー
ド
及
び
通
信
事
項
コ
ー
ド
を
除
く
。

）
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

別
表
第
十
五
号
の
表
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

標
準

テ
レ

ビ
ジ

ョ
人

工
衛

星
標

準
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送
等

の
標

準
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送
等

の
Ｔ

Ａ
２

ン
放

送
う

ち
デ

ジ
タ

ル
放

送
に

関
す

る
う

ち
デ

ジ
タ

ル
放

送
に

関
す

る

送
信

の
標

準
方

式
第

５
章

第
２

送
信

の
標

準
方

式
第

条
の

規
8
5

節
又

は
第

６
章

第
３

節
に

規
定

定
に

基
づ

く
告

示
の

方
式

に
よ

さ
れ

る
方

式
に

よ
り

放
送

を
行

る
場

合
は

そ
の

旨
を

備
考

の
、

う
も

の
欄

に
記

す
こ

と
。

人
工

衛
星

標
準

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

等
の

Ｔ
Ａ

３

う
ち

デ
ジ

タ
ル

放
送

に
関

す
る



二
頁

送
信

の
標

準
方

式
第

６
章

第
２

節
に

規
定

さ
れ

る
方

式
に

よ
り

放
送

を
行

う
も

の

人
工

衛
星

標
準

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

等
の

Ｔ
Ａ

４

う
ち

デ
ジ

タ
ル

放
送

に
関

す
る

送
信

の
標

準
方

式
第

６
章

第
４

節
に

規
定

さ
れ

る
方

式
に

よ
り

放
送

を
行

う
も

の

人
工

衛
星

標
準

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

等
の

Ｔ
Ａ

５

う
ち

デ
ジ

タ
ル

放
送

に
関

す
る

送
信

の
標

準
方

式
第

５
章

第
３

節
又

は
第

６
章

第
５

節
に

規
定

さ
れ

る
方

式
に

よ
り

放
送

を
行

う
も

の

別
表
第
十
五
号
の
表
中
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送
の
項
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
の
項
及
び

「



三
頁

高
精

細
度

テ
レ

ビ
人

工
衛

星
標

準
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

う
ち

デ
ジ

タ
ル

放
送

送
信

の
標

準
方

式
第

節
又

は
第

６
章

第
３

さ
れ

る
方

式
に

よ
り

も
の

高
精

細
度

テ
レ

ビ
地

上
標

準
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン

ジ
ョ

ン
放

送
を

含
う

ち
デ

ジ
タ

ル
放

送

む
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
送

信
の

標
準

方
式

第

放
送

り
放

送
を

行
う

も
の

高
精

細
度

テ
レ

ビ
人

工
衛

星
標

準
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン

ジ
ョ

ン
放

送
う

ち
デ

ジ
タ

ル
放

送

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
の
項
を
削
り
、

送
信

の
標

準
方

式
第

節
に

規
定

さ
れ

る
方



四
頁

放
送

す
る

も
の

人
工

衛
星

標
準

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

う
ち

デ
ジ

タ
ル

放
送

送
信

の
標

準
方

式
第

節
に

規
定

さ
れ

る
方

放
送

す
る

も
の

人
工

衛
星

標
準

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

う
ち

デ
ジ

タ
ル

放
送

送
信

の
標

準
方

式
第

節
又

は
第

６
章

第
５

さ
れ

る
方

式
に

よ
り

も
の

「
放

送
等

の
標

準
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送
等

の
Ｔ

Ｈ
２

高
精

細
度

テ
レ

ビ
人

工
衛

星
標

準
テ

レ
ビ

ジ
に

関
す

る
う

ち
デ

ジ
タ

ル
放

送
に

関
す

る
ジ

ョ
ン

放
送

を
含

う
ち

デ
ジ

タ
ル

５
章

第
２

送
信

の
標

準
方

式
第

条
の

規
8
5

む
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
送

信
の

標
準

方



五
頁

節
に

規
定

定
に

基
づ

く
告

示
の

方
式

に
よ

放
送

節
又

は
第

６
章

放
送

す
る

る
場

合
は

そ
の

旨
を

備
考

の
、

さ
れ

る
方

式
に

欄
に

記
す

こ
と

。
う

も
の

放
送

等
の

標
準

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

等
の

Ｔ
Ｈ

３
地

上
標

準
テ

レ
ビ

ジ
に

関
す

る
う

ち
デ

ジ
タ

ル
放

送
に

関
す

る
う

ち
デ

ジ
タ

ル
３

章
に

よ
送

信
の

標
準

方
式

第
条

の
規

8
5

送
信

の
標

準
方

定
に

基
づ

く
告

示
の

方
式

に
よ

定
さ

れ
る

方
式

る
場

合
は

そ
の

旨
を

備
考

の
、

行
う

も
の

欄
に

記
す

こ
と

。
人

工
衛

星
標

準
テ

レ
ビ

ジ
放

送
等

の
標

準
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送
等

の
Ｔ

Ｈ
４

う
ち

デ
ジ

タ
ル

に
関

す
る

う
ち

デ
ジ

タ
ル

放
送

に
関

す
る

送
信

の
標

準
方

を

６
章

第
２

送
信

の
標

準
方

式
第

条
の

規
8
5

節
に

規
定

さ
れ

式
に

よ
り

定
に

基
づ

く
告

示
の

方
式

に
よ

放
送

を
行

う
も

る
場

合
は

そ
の

旨
を

備
考

の
、

人
工

衛
星

標
準

テ
レ

ビ
ジ

放
送

等
の

欄
に

記
す

こ
と

Ｔ
Ｈ

５
。

う
ち

デ
ジ

タ
ル

に
関

す
る

送
信

の
標

準
方



六
頁

６
章

第
４

節
に

規
定

さ
れ

式
に

よ
り

放
送

を
行

う
も

人
工

衛
星

標
準

テ
レ

ビ
ジ

放
送

等
の

Ｔ
Ｈ

６
う

ち
デ

ジ
タ

ル
に

関
す

る
送

信
の

標
準

方
５

章
第

３
節

又
は

第
６

章
節

に
規

定
さ

れ
る

方
式

に
放

送
す

る
う

も
の

」

ョ
ン

放
送

等
の

標
準

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

等
の

Ｔ
Ｈ

２

放
送

に
関

す
る

う
ち

デ
ジ

タ
ル

放
送

に
関

す
る

式
第

５
章

第
２

送
信

の
標

準
方

式
第

条
の

規
8
5

第
３

節
に

規
定

定
に

基
づ

く
告

示
の

方
式

に
よ

よ
り

放
送

を
行

る
場

合
は

そ
の

旨
を

備
考

の
、

欄
に

記
す

こ
と

。



七
頁

ョ
ン

放
送

等
の

Ｔ
Ｈ

３

放
送

に
関

す
る

式
第

３
章

に
規

に
よ

り
放

送
を

ョ
ン

放
送

等
の

Ｔ
Ｈ

４

放
送

に
関

す
る

に
改
め
る
。

式
第

６
章

第
２

る
方

式
に

よ
り

のョ
ン

放
送

等
の

Ｔ
Ｈ

５

放
送

に
関

す
る

式
第

６
章

第
４

る
方

式
に

よ
り

のョ
ン

放
送

等
の

Ｔ
Ｈ

６



八
頁

放
送

に
関

す
る

式
第

５
章

第
３

第
５

節
に

規
定

よ
り

放
送

を
行

」



一
頁

○
総
務
省
告
示
第
六
十
八
号

無
線
局
運
用
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
七
号
）
第
百
三
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
基
づ
き
、
昭
和
三
十
四
年
郵
政
省
告
示
第
五
百
九
号
（
無
線
局
運
用
規
則
に
よ
り
呼
出
符
号
又
は
呼
出
名
称
の
放
送

を
省
略
で
き
る
基
幹
放
送
局
及
び
地
上
一
般
放
送
局
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

一
の
基
幹
放
送
局
と
同
一
の
免
許
人
に
属
し
、
か
つ
、
同
一
の
種
類
の
放
送
を
行
う
他
の
一
の
基
幹
放
送
局
の
放

送
番
組
の
全
部
を
同
時
に
中
継
す
る
放
送
（
以
下
「
同
時
中
継
放
送
」
と
い
う
。
）
を
行
う
当
該
一
の
基
幹
放
送
局

（
一
日
の
放
送
時
間
の
う
ち
三
十
分
以
内
の
時
間
に
同
時
中
継
放
送
以
外
の
放
送
を
行
う
も
の
を
含
む
。
）

第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
し
、
第
四
項
を
削
り
、
第
五
項
を
第
三
項
と
し
、
第
六
項
を
第
四
項
と
す
る
。



一
頁

○
総
務
省
告
示
第
六
十
九
号

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
及
び
別
表
第
一
号
注
二
十

一
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
設
備
及
び
そ
の
技
術
的
条
件

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

な
お
、
平
成
十
九
年
総
務
省
告
示
第
二
百
七
十
九
号
（
極
微
小
電
力
で
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
放
送
局
の
送
信

設
備
及
び
そ
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

１

地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
設
備

空
中
線
電
力
が
〇
・
〇
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

２

技
術
的
条
件

一

空
中
線
電
力
の
許
容
偏
差

上
限
（
パ
ー
セ
ン
ト
）

下
限
（
パ
ー
セ
ン
ト
）

五
〇

五
〇

二

周
波
数
の
許
容
偏
差

二
〇

kＨz
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総 務 省 告 示 第 七 十 号○
超 短 波 デ タ 多 重 放 送 に 関 す る 送 信 の 標 準 方 式 平 成 二 十 三 年 総 務 省 令 第 九 十 号 第 三 条 及 び 第 四（ ）ー

条 第 一 号 の 規 定 に 基 づ き 平 成 二 十 三 年 総 務 省 告 示 第 三 百 九 号 デ タ 信 号 の 構 成 並 び に ス ク ラ ン ブ（、 ー

ル を 行 う 範 囲 及 び ス ク ラ ン ブ ル の 制 御 を 定 め る 等 の 件 の 全 部 を 次 の よ う に 改 正 す る） 。

平 成 二 十 五 年 二 月 二 十 日

総 務 大 臣 新 藤 義 孝

一 デ タ 信 号 の 構 成ー

１ 多 重 副 搬 送 波 を 使 用 す る デ タ 信 号 の 伝 送 は デ タ パ ケ ッ ト に よ り 行 う も の と し そ の 構 成ー 、 ー 、

は 別 図 第 一 号 の と お り と す る 。

２ 垂 直 帰 線 消 去 期 間 を 使 用 す る デ タ 信 号 の 伝 送 は デ タ ラ イ ン に よ り 行 う も の と し そ の 構ー 、 ー 、

成 は 別 図 第 二 号 の と お り と す る 。

３ 音 声 信 号 副 搬 送 波 を 使 用 す る デ タ 信 号 の 伝 送 は パ ケ ッ ト に よ り 行 う も の と し そ の 構 成 はー 、 、

別 図 第 三 号 の と お り と す る 。

４ デ タ グ ル プ は 一 の 論 理 チ ャ ネ ル で 伝 送 さ れ る 一 又 は 連 続 し た 複 数 の デ タ ブ ロ ッ ク の 一ー ー 、 ー

群 の デ タ で あ り そ の 種 別 は Ｄ Ｇ 構 成 一 及 び Ｄ Ｇ 構 成 二 と し そ の 構 成 は 別 図 第 四 号 の と お りー 、 、

と す る 。
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５ デ タ グ ル プ デ タ を 用 い て 伝 送 さ れ る 信 号 は フ ァ ク シ ミ リ 信 号 静 止 画 信 号 文 字 信 号ー ー ー 、 、 、

テ レ ソ フ ト ウ ェ ア 信 号 時 刻 信 号 及 び 複 合 デ タ 信 号 と し 各 信 号 の 伝 送 の 制 御 は 別 図 第 五、 、 ー 、 、

号 に 示 す 伝 送 制 御 デ タ に よ り 行 う も の と す るー 。

６ 各 信 号 の 構 成 等 は 次 の と お り と す る、 。

フ ァ ク シ ミ リ 信 号

)
(1

フ ァ ク シ ミ リ 信 号 の 構 成 及 び 送 出 手 順 は 別 表 第 一 号 の と お り と す る、 。

静 止 画 信 号

)
(2

静 止 画 信 号 の 構 成 及 び 送 出 手 順 は 別 表 第 二 号 の と お り と す る、 。

文 字 信 号

)
(3

文 字 信 号 の 構 成 及 び 送 出 手 順 は 別 表 第 三 号 の と お り と す る、 。

テ レ ソ フ ト ウ ェ ア 信 号

)
(4

テ レ ソ フ ト ウ ェ ア 信 号 の 構 成 及 び 送 出 手 順 は 別 表 第 四 号 の と お り と す る、 。

時 刻 信 号

)
(5

時 刻 信 号 の 構 成 及 び 送 出 手 順 は 別 表 第 五 号 の と お り と す る、 。

複 合 デ タ 信 号

)
(6 ー

複 合 デ タ 信 号 の 構 成 及 び 送 出 手 順 は 別 表 第 六 号 の と お り と す るー 、 。
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二 ス ク ラ ン ブ ル を 行 う 範 囲 及 び ス ク ラ ン ブ ル の 制 御

１ ス ク ラ ン ブ ル を 行 う 範 囲

多 重 副 搬 送 波 を 使 用 す る 伝 送 方 式 の 場 合

)
(1

ス ク ラ ン ブ ル を 行 う 範 囲 は デ タ パ ケ ッ ト の ヘ ッ ダ 部 デ タ 部 の 先 頭 よ り 十 二 ビ ッ ト ま、 ー 、 ー

で の 領 域 及 び 冗 長 ビ ッ ト 以 外 の 任 意 の 部 分 と す る た だ し デ タ パ ケ ッ ト の 冗 長 ビ ッ ト に お。 、 ー

け る チ ェ ッ ク 符 号 は ス ク ラ ン ブ ル 処 理 を 行 っ た 信 号 に 対 し て 求 め る も の と す る、 。

垂 直 帰 線 消 去 期 間 を 使 用 す る 伝 送 方 式 の 場 合

)
(2

ス ク ラ ン ブ ル を 行 う 範 囲 は デ タ ラ イ ン の 同 期 部 デ タ パ ケ ッ ト の 先 頭 よ り 十 二 ビ ッ ト、 ー 、 ー

ま で の 領 域 及 び 冗 長 ビ ッ ト 以 外 の 任 意 の 部 分 と す る た だ し デ タ パ ケ ッ ト の 冗 長 ビ ッ ト に。 、 ー

お け る チ ェ ッ ク 符 号 は ス ク ラ ン ブ ル 処 理 を 行 っ た 信 号 に 対 し て 求 め る も の と す る、 。

音 声 信 号 副 搬 送 波 を 使 用 す る 伝 送 方 式 の 場 合

)
(3

ス ク ラ ン ブ ル を 行 う 範 囲 は デ タ パ ケ ッ ト 部 の う ち パ ケ ッ ト プ リ フ ィ ッ ク ス の デ タ グ ル、 ー ー

プ 制 御 を 除 く 各 デ タ 及 び 冗 長 ビ ッ ト 以 外 の 任 意 の 部 分 と す る た だ し デ タ パ ケ ッ ト 部ー ー 。 、 ー

の 冗 長 ビ ッ ト に お け る チ ェ ッ ク 符 号 は ス ク ラ ン ブ ル 処 理 を 行 っ た 信 号 に 対 し て 求 め る も の と、

す る 。

２ ス ク ラ ン ブ ル の 制 御
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ス ク ラ ン ブ ル の 制 御 は 別 表 第 七 号 の と お り と す る た だ し 番 組 の デ タ に ス ク ラ ン ブ ル を、 。 、 ー

行 う 場 合 は 適 用 し な い、 。

別表第一号 データパケットの構成

注１ 論理チャネル識別１（ＬＣＩ１）と論理チャネル識別２（ＬＣＩ２）を組み合わせてデータ多

重放送の信号を伝送する論理チャネルを識別し、ＬＣＩ１が同一である各論理チャネルのパケッ

ト構成は共通とする。

ただし、ＬＣＩ１が配列順に“10000”のときはテレビジョン有料方式の関連情報パケット、

“00000”のときは受信処理において無視することを示すダミーパケットする。

論理ﾁｬﾈﾙ
識別１
ＬＣＩ１

チェック
符号

論理ﾁｬﾈﾙ
識別２
ＬＣＩ２

ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙ
制御
ＳＣＣ

連続性指
標
ＣＩ

ﾃﾞｰﾀｸﾞﾙｰﾌﾟ
制御
ＤＴＣ

チェック符号

b1 b5 b6 b16 b17 b22 b23 b24 b25 b28 b29 b30 b31 b206 b207 b288

パケットプリフィックス
（b6～b16を除く。）

データブロック

パケットデータ
（b6～b16を除く。）

ヘッダ部 データ部

データパケット部
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２ スクランブル制御（ＳＣＣ）は、別表第七号（スクランブル制御の構成）のとおりとする。

３ 連続性指標（ＣＩ）は、１つの論理チャネルにおけるパケットデータの連続性を示すための番

号であり、ｂ25を最下位ビット、ｂ28を最上位ビットとする４ビットの２進値で「０」～「15」

を順次繰り返す。データグループ（一つの論理チャネルで伝送される一つ又は連続した複数のデ

ータブロックの一群のデータ）の先頭で前のパケットデータのＣＩの値にかかわらず「０」とす

ることができる。

４ データグループ制御（ＤＴＣ）は、データグループ先頭フラグ（ＴＤＦ）及び、データグルー

プ終端フラグ（ＥＤＦ）の各１ビットから成り、パケットプリフィックスのｂ29をＴＤＦ、ｂ30

をＥＤＦとする。

1 ＴＤＦは、データグループの先頭のパケットデータを示すものであり、先頭のデータパケッ( )

トのときに“１”とし、その他のパケットデータのときに“０”とする。

2 ＥＤＦは、データグループの終端のパケットデータを示すものであり、終端のデータパケッ( )

トのときに“１”とし、その他のパケットデータのときに“０”とする。

５ データブロックの176ビットは、配列順にｂ31～ｂ206とする。８ビットを単位として情報デー

タを表す場合、データブロックの22バイトは、ＤＢ１～ＤＢ22とする。データパケットにおける

配列はＤＢ１のｂ１～ｂ８、ＤＢ２のｂ１～ｂ８、…ＤＢ22のｂ１～ｂ８の順とする。
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６ 冗長ビットは、次のとおりとする。

17 20ヘッダ部は（16，５）ＢＣＨ符号、データ部は（272，190）短縮化差集合巡回符号（ｂ ～ｂ

までの値を順次、多項式ｂ Ｘ ＋ｂ Ｘ ＋…＋ｂ Ｘ の各項の係数値とし、この多項式を生成6 17 18 206
271 270 82

多項式Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋82 77 76 71 67 66 56 52 48 40 36 34 24 22 18 10

Ｘ ＋１で除した剰余の多項式r Ｘ ＋r Ｘ ＋…＋r Ｘ の各項の係数値を冗長ビットとし、順次４ 81 80 ０
81 80 ０

ｂ ～ｂ までの値とする。）により、誤り訂正を行うものとする。207 288

７ 別図中、“ ”で示した数は２進値、「 」で示した数は10進値とする。以下同じ。

別図第二号 データラインの構成

ビット同
期符号

バイト同
期符号

論理ﾁｬﾈﾙ
識別２
ＬＣＩ２

ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙ
制御
ＳＣＣ

連続性指
標
ＣＩ

ﾃﾞｰﾀｸﾞﾙｰﾌﾟ
制御
ＤＴＣ

チェック符号

b1 b16 b17 b24 b25 b30 b31 b32 b33 b36 b37 b38 b39 b214 b215 b296

パケットプリフィックス データブロック

パケットデータ

同期部 データパケット

データライン
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注１ ビット同期符号は、配列順に“1010101010101010”とする。ただし、ビット同期符号は、デー

タパケットにデータが含まれていない場合においても送出するものとする。

２ バイト同期符号は、配列順に“11100101”とする。ただし、バイト同期符号は、データパケッ

トにデータが含まれていない場合においても送出するものとする。

３ 論理チャネル識別２（ＬＣＩ２）はデータ多重放送の信号を伝送する論理チャネルを識別する。

ただし、ｂ25～ｂ30をそれぞれＢ１～Ｂ６としたときに、ＬＣＩ２の構成は、配列順に次のとお

りとする。

ＬＣＩ２ Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５ Ｂ６ ＬＣＩ２ Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５ Ｂ６

１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 16 １ ０ ０ １ ０ ０

２ ０ ０ ０ ０ １ ０ 17 １ ０ ０ １ １ ０

３ ０ ０ ０ ０ １ １ 18 １ ０ ０ １ １ ０

４ ０ ０ ０ １ ０ ０ 19 １ ０ １ ０ １ １

５ ０ ０ ０ １ ０ １ 20 １ ０ １ ０ １ ０

６ ０ ０ ０ １ １ ０ 21 １ ０ １ １ ０ １

７ ０ ０ １ ０ ０ ０ 22 １ ０ １ １ ０ ０

８ ０ ０ １ ０ ０ １ 23 １ ０ １ １ １ １
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９ ０ ０ １ ０ １ ０ 24 １ ０ １ １ １ １

10 ０ ０ １ ０ １ １ 25 １ １ ０ ０ １ ０

11 ０ ０ １ １ ０ ０ 26 １ １ ０ ０ １ １

12 ０ ０ １ １ ０ １ 27 １ １ ０ １ ０ ０

13 ０ ０ １ １ １ ０ 28 １ １ ０ １ ０ １

14 ０ ０ １ １ １ １ 29 １ １ ０ １ １ ０

15 １ ０ ０ ０ １ ０ 30 １ １ ０ １ １ １

伝送制御
時刻信号 ０ １ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０

データ

４ スクランブル制御（ＳＣＣ）は、別表第七号（スクランブル制御の構成）のとおりとする。

５ 連続性指標（ＣＩ）は、１つの論理チャネルにおけるパケットデータの連続性を示すための番

号であり、ｂ33を最下位ビット、ｂ36を最上位ビットとする４ビットの２進値で「０」～「15」

を順次繰り返す。データグループの先頭で前のパケットデータのＣＩの値にかかわらず「０」と

することができる。

６ データグループ制御（ＤＴＣ）は、データグループ先頭フラグ（ＴＤＦ）及び、データグルー

プ終端フラグ（ＥＤＦ）の各１ビットから成り、パケットプリフィックスのｂ37をＴＤＦ、ｂ38
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をＥＤＦとする。

1 ＴＤＦは、データグループの先頭のパケットデータを示すものであり、先頭のデータパケッ( )

トのときに“１”とし、その他のパケットデータのときに“０”とする。

2 ＥＤＦは、データグループの終端のパケットデータを示すものであり、終端のデータパケッ( )

トのときに“１”とし、その他のパケットデータのときに“０”とする。

７ 運用信号を送出する場合は、ＬＣＩ２は、配列順に“111100”、ＳＣＣは、“01”とする。

８ データブロックの176ビットは、配列順にｂ39～ｂ214とする。８ビットを単位として情報デー

タを表す場合、データブロックの22バイトは、ＤＢ１～ＤＢ22とする。データパケットにおける

配列はＤＢ１のｂ１～ｂ８、ＤＢ２のｂ１～ｂ８、…ＤＢ22のｂ１～ｂ８の順とする。

９ 冗長ビットは、次のとおりとする。

パケットデータは、（272，190）短縮化差集合巡回符号（ｂ ～ｂ までの値を順次、多項式25 214

ｂ Ｘ ＋ｂ Ｘ ＋…＋ｂ Ｘ の各項の係数値とし、この多項式を生成多項式Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋25 26 214
271 270 82 82 77 76

Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋１で除した剰余の71 67 66 56 52 48 40 36 34 24 22 18 10 ４

多項式r Ｘ ＋r Ｘ ＋…＋r Ｘ の各項の係数値を冗長ビットとし、順次ｂ ～ｂ までの値とす81 80 ０ 215 296
81 80 ０

る。）により、誤り訂正を行うものとする。
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別図第三号 パケットの構成

注１ モードコントロール部の16ビットのうち、最初の５ビットを情報ビットととし、次のとおり割

り当てる。

区分 ｂ１ ｂ２ ｂ３ ｂ４ ｂ５

バッテリーセーブ用１ ０ ０ ０ ０ １

バッテリーセーブ用２ １ ０ ０ ０ １

データ放送（一般） ０ ０ ０ １ １

データ放送（有料） １ ０ ０ １ １

情報
ビット

チェック符
号ビット

論理ﾁｬﾈﾙ
識別２
ＬＣＩ２

ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙ
制御
ＳＣＣ

連続性指
標
ＣＩ

ﾃﾞｰﾀｸﾞﾙｰﾌﾟ
制御
ＤＴＣ

チェック符号

b1 b5 b6 b16 b17 b22 b23 b24 b25 b28 b29 b30 b31 b206 b207 b288

パケットプリフィックス データブロック

パケットデータ

ﾓｰﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ部 データパケット部

パケット
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無番組 ０ ０ ０ ０ ０

２ 論理チャネル識別（ＬＣＩ２）はデータ多重放送の信号を伝送する論理チャネルを識別する。

ただし、ｂ17～ｂ22をそれぞれＢ１～Ｂ６としたときに、ＬＣＩ２の構成は、配列順に次のとお

りとする。

ＬＣＩ２ Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５ Ｂ６ ＬＣＩ２ Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５ Ｂ６

１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 16 １ ０ ０ １ ０ ０

２ ０ ０ ０ ０ １ ０ 17 １ ０ ０ １ １ ０

３ ０ ０ ０ ０ １ １ 18 １ ０ ０ １ １ １

４ ０ ０ ０ １ ０ ０ 19 １ ０ １ ０ １ ０

５ ０ ０ ０ １ ０ １ 20 １ ０ １ ０ １ １

６ ０ ０ ０ １ １ ０ 21 １ ０ １ １ ０ ０

７ ０ ０ １ ０ ０ ０ 22 １ ０ １ １ ０ １

８ ０ ０ １ ０ ０ １ 23 １ ０ １ １ １ ０

９ ０ ０ １ ０ １ ０ 24 １ ０ １ １ １ １

10 ０ ０ １ ０ １ １ 25 １ １ ０ ０ １ ０

11 ０ ０ １ １ ０ ０ 26 １ １ ０ ０ １ １
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12 ０ ０ １ １ ０ １ 27 １ １ ０ １ ０ ０

13 ０ ０ １ １ １ ０ 28 １ １ ０ １ ０ １

14 ０ ０ １ １ １ １ 29 １ １ ０ １ １ ０

15 １ ０ ０ １ ０ ０ 30 １ １ ０ １ １ １

時刻信号 ０ １ ０ ０ ０ ０ ＴＣＤ １ ０ ０ ０ ０ ０

３ スクランブル制御（ＳＣＣ）は、別表第七号（スクランブル制御の構成）のとおりとする。

４ 連続性指標（ＣＩ）は、１つの論理チャネルにおけるパケットデータの連続性を示すための番

号であり、ｂ９を最下位ビット、ｂ12を最上位ビットとする４ビットの２進値で「０」～「15」

を順次繰り返す。データグループの先頭で前のパケットデータのＣＩの値にかかわらず「０」と

することができる。

５ データグループ制御（ＤＴＣ）は、データグループ先頭フラグ（ＴＤＦ）及びデータグループ

終端フラグ（ＥＤＦ）の各１ビットから成り、パケットプリフィックスのｂ13をＴＤＦ、ｂ14を

ＥＤＦとする。

1 ＴＤＦは、データグループの先頭のパケットデータを示すものであり、先頭のパケットデー( )

タのときに“１”とし、その他のパケットデータのときに“０”とする。

2 ＥＤＦは、データグループの終端のパケットデータを示すものであり、終端のパケットデー( )
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タのときに“１”とし、その他のパケットデータのときに“０”とする。

６ 運用信号を送出する場合は、ＬＣＩ２は、配列順に“111100”、ＳＣＣは、“01”とする。

７ データブロックの176ビットは、配列順にｂ１～ｂ176とする。８ビットを単位として情報デー

タを表す場合、データブロックの22バイトは、ＤＢ１～ＤＢ22とする。パケットデータにおける

配列はＤＢ１のｂ１～ｂ８、ＤＢ２のｂ１～ｂ８、…、ＤＢ22のｂ１～ｂ８の順とする。

８ 冗長ビットは、次のとおりとする。

1 モードコントロール部の誤り訂正に用いる符号は、（16，５）ＢＣＨ符号とする。16ビット( )

の符号を先頭から配列順にｂ１～ｂ16とし、情報ビットは、ｂ１からｂ５までの５ビット、チ

ェック符号ビットはｂ６からｂ16までの11ビットとする。

ｂ１からｂ５までの情報ビットの値を順次、多項式ａ Ｘ ＋ａ Ｘ ＋…＋ａ Ｘ の上位桁か１ ２ ５
14 13 10

ら各項の係数とし、この多項式を生成多項式Ｇ（Ｘ）で除した剰余の多項式ａ Ｘ ＋ａ Ｘ ＋６ ７
９ ８

…＋ａ Ｘ の各項の係数値をチェック符号ビットとし、順次ｂ６からｂ15までの値とする。15
０

さらに、ｂ16はｂ１～ｂ16が偶数パリティとなるように定める。

生成多項式Ｇ（Ｘ）は次式とする。

Ｇ（Ｘ）＝Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ＋１10 ８ ５ ４ ２

2 データパケット部の誤り訂正に用いる符号は、多数決論理回路による複合が可能な（272，1( )
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90）短縮化差集合巡回符号とする。

データパケット部の272ビットを、パケットプリフィックスｂ１～ｂ14の14ビット、データ

ブロックｂ15～ｂ190の176ビット及びチェック符号ｂ191～ｂ272の82ビットとする。

ｂ１からｂ190までの情報ビットの値を順次、多項式ｂ Ｘ ＋ｂ Ｘ ＋……＋ｂ Ｘ の上１ ２ 190
271 270 82

82 77 76 71 67位桁からの各項の係数値とし、この多項式を生成多項式Ｇ（Ｘ）＝Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ

＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋１で除した剰余の多項式66 56 52 48 40 36 34 24 22 18 10 ４

r Ｘ ＋r Ｘ ＋……＋r Ｘ の各項の係数値を冗長ビットとして、上位桁から順次ｂ191からｂ81 80 ０
81 80 ０

272までの値とする。

別図第四号 ＤＧ構成１及びＤＧ構成２の構成

１ ＤＧ構成１

データグループヘッダ データグループデータ 冗長ビット

ＤＧＨ ＤＧＤ ＣＲＣ

注１ データグループは、８ビットを単位として先頭からＧＢ１、ＧＢ２、ＧＢ３…で表す。各Ｇ

Ｂのｂ１～ｂ８はＤＢのｂ１～ｂ８に各々対応する。

２ データグループヘッダ（ＤＧＨ）は、データグループ識別１（ＤＧＩ１）、データグループ
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連送（ＤＧＲ）、データグループリンク（ＤＧＬ）、データグループ連続番号（ＤＧＣ）及び

データグループサイズ（ＤＧＳ）から成り、データブロックの先頭のＧＢ１～ＧＢ５の５バイ

トとする。データグループヘッダの構成を以下に示す。

1 ＤＧＩ１は、ＧＢ１のｂ８～ｂ５の４ビットから成り、データグループの種別を２進値で( )

示す。

2 ＤＧＲは、ＧＢ１のｂ４～ｂ１の４ビットから成り、同一内容のデータグループを連続し( )

て送出する（連送）場合に連送するごとに１を加算して連送回数を２進値で示す。

連送を行わない場合を「０」とし、連送する場合の初期値を「１」とする。

3 ＤＧＬは、ＧＢ２のｂ８の１ビットから成り、同一の論理チャネルの同一のＤＧＩ１にお( )

いて続いて送出する内容の異なるデータグループとの連結の状態を示す。次のデータグルー

b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1

ＧＢ１ ＤＧＩ１ ＤＧＲ

ＧＢ２ ＤＧＬ ＤＧＣ

ＧＢ３

ＧＢ４

ＧＢ５

ＤＧＳ
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プと連結がある場合を「１」、連結がない場合を「０」とする。

4 ＤＧＣは、ＧＢ２のｂ７～ｂ１の７ビットから成り、連結する内容の異なるデータグルー( )

プの順序を示す連続番号とする。

データグループが１つの場合を含み最初のデータグループのＤＧＣを「０」とし、最大値

を「127」とする。

5 ＤＧＳは、ＧＢ３、ＧＢ４及びＧＢ５の24ビットから成り、データグループデータのバイ( )

ト数を「１」～「16777215」の範囲内で２進値により示す。

３ データグループデータ（ＤＧＤ）は、データグループとして伝送される情報の符号化された

データであり、ＤＧＤの先頭から８ビット（１バイト）を単位として配列順にＤＤ１、ＤＤ２

、ＤＤ３…とする。各ＤＤのｂ１～ｂ８はＧＢのｂ１～ｂ８に各々対応する。

４ 冗長ビット（ＣＲＣ）は、16ビットのサイクリック・リダンダンシー･チェック符号とし、

その生成多項式は次式とする。

Ｇ（Ｘ）＝Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋１16 12 ５

誤り検出符号は、データグループのデータを生成多項式で除した剰余の多項式に基づく16ビ

ットのＣＲＣ符号とする。符号化区間はデータグループヘッダの先頭からデータグループデー

タの終端までとする。
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ＣＲＣ符号の生成は、誤り検出の符号化区間の情報ビット数を（n－16）とする場合、情報

ビットの値をＣ Ｘ ＋Ｃ Ｘ ＋…＋Ｃ Ｘ の各項の係数値とし、これを生成多項式Ｇ（n－１ n－２ 16
n－１ n－２ 16

Ｘ）＝Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ ＋１で除した剰余の多項式である Ｓ Ｘ ＋ Ｓ Ｘ ＋…＋ Ｓ Ｘ の各項16 12 ５ 15 14 ０s s s15 14 ０

の係数値をＣＲＣ符号とし、上位桁から順にデータグループデータに続いて順次配列する。

５ データグループの伝送においては、同一の論理チャネルにおいて、１つのデータグループに

属するパケットデータは連続して伝送し、他のパケットデータの割込み伝送は行わないことと

する。

２ ＤＧ構成２

データグループヘッダ データグループデータ 冗長ビット
ＤＧＨ ＤＧＤ ＣＲＣ

注１ データグループは、８ビットを単位として先頭からＧＢ１、ＧＢ２、ＧＢ３…で表す。各Ｇ

Ｂのｂ１～ｂ８はＤＢのｂ１～ｂ８に各々対応する。

２ データグループヘッダ（ＤＧＨ）は、データグループ識別２（ＤＧＩ２）及びデータグルー

プ更新（ＤＧＮ）から成り、データグループのＧＢ１の１バイトを使用する。
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以下にデータグループヘッダの構成を示す。

1 ＤＧＩ２は、ＧＢ１のｂ８～ｂ２の７ビットから成り、データグループの種別を２進値対( )

応で示す。

2 ＤＧＮは、ＧＢ１のｂ１の１ビットから成り、同一のＤＧＩ２において、データの内容を( )

更新する場合“１”とし、同一内容を連送する場合“０”とする。

３ データグループデータ（ＤＧＤ）は、ＤＧ構成１の注３と同一とする。

４ 冗長ビット（ＣＲＣ）は、ＤＧ構成１の注４と同一とする。ただし、パケットに配列したデ

ータグループデータ及びＣＲＣが最終データブロックを全て満たさない場合は、データブロッ

クの残りの領域は全て“０”とする。

５ データグループの伝送においては、同一の論理チャネルにおいて、１つのデータグループに

属するパケットデータは連続して伝送し、他のパケットデータの割込み伝送は行わないことと

する。

別図第五号 伝送制御データの構成

b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1

ＧＢ１ ＤＧＩ２ ＤＧＮ

ＧＢ２
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注１ 伝送制御データ（ＴＣＤ）は、番組の識別及び番組を構成する信号を伝送する論理チャネルの

ＴＤＳ ＮＡ

ＳＴ

ＣＨ

ＮＡ

ＰＶ

ＮＰ

ＳＶ

ＰＲ

ＮＭ

ＭＩ

ＤＳ ＬＣＤ１

ＮＡ ＬＣＤ２

ＤＤ１

ＤＤ２

ＤＤ３

ＤＤ４

b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1

ｍ
組

繰
り
返
し

ｐ
組
繰
り
返
し

ｖ
組
繰
り
返
し

伝送路
識別

放送事業
者識別

番組
識別

符号化方
式・論理
チャネル
指定
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指定等を行う制御データである。

２ 伝送制御データは、伝送路識別、放送事業者識別、番組識別、符号化方式、パケット構成、デ

ータグループ構成及び論理チャネルの指定から成る。

放送事業者識別以降の符号は、この伝送制御データが扱う基幹放送事業者又は基幹放送局提供

事業者（以下「放送事業者」という。）の数（ｖ）に応じた組の符号が続き、番組識別以降の符

号は、その放送事業者の送出する番組数（ｐ）に応じた組の符号が続き、符号化方式、パケット

構成、データグループ構成及び論理チャネルを指定する符号は、その番組で使用する符号化方式

の数（ｍ）の組の符号となる。

３ 伝送制御データ符号構成（ＴＤＳ）は、ＤＤ１の上位２ビット（ｂ８及びｂ７）から成り、「

０」は以下に規定する伝送制御データの構成を指定し、他は未定義とする。

４ 放送局識別（ＳＴ）は、データを超短波放送の多重フレーム行列のフレーム（６行2,048列の

行列として構成される12,288ビットの符号系列をいう。）を識別するものであり、ＴＣＤのＤＤ

１のｂ４～ｂ１及びＤＤ２の12ビットの２進値でフレームを指定する。

５ 放送チャネル（ＣＨ）は、放送チャネルを識別するものであり、ＴＣＤのＤＤ３及びＤＤ４の

ｂ８及びｂ７の10ビットから成る。

６ 放送事業者（ＰＶ）は、放送事業者を識別するものであり、放送事業者識別の先頭の２バイト
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の２進値で指定する。

７ 番組数（ＮＰ）は、ＰＶで指定される放送事業者が当該ＴＣＤにより伝送制御を行う番組数を

示すものであり、ＰＶに続く１バイトの２進値で「１」～「255」の範囲でｐを指定する。

８ サービス番号（ＳＶ）は、データ多重放送のサービスの種類を識別するものであり、番組識別

の先頭の１バイトの２進値で指定する。

９ 番組番号（ＰＲ）は、番組を識別する番号であり、ＳＶに続く２バイトの２進値で、「０」～

「65279」の範囲で番組を識別する。

10 使用方式数（ＮＭ）は、ＰＲで指定される番組を構成する符号化方式の数（ｍ）を示す。ＰＲ

に続く１バイトの２進値で「１」～「255」の範囲でｍを指定する。

11 符号化方式（ＭＩ）は、画像、音声及びデータ等を構成する信号の符号化方式を示し、１バイ

トで符号化方式を指定する。なお、以下で規定しないものは、未定義とする。

符号化方式（ＭＩ）

ｂ８ ｂ７ ｂ６ ｂ５ ｂ４ ｂ３ ｂ２ ｂ１
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特殊用途 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ データ多重放送関
連情報

０ ０ １ ０ 本体放送の関連情
報をデータ多重放
送の関連情報とし
て使用（注１）

０ ０ １ １ 時刻信号

文字 ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０

ファクシミリ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０

静止画 ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ 標準静止画

本体放送（注１） ０ １ １ １ ０ ０ １ ０ 超短波放送

テレソフトウェア １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
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複合データ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 複合データ（デー
（データクラスタ タクラスタデータ
データ（注２）） （注２））

複合データ ０ １ １ １ ０ ０ ０ ０ 字幕
（データセグメン
トデータ（注３） ０ ０ ０ １ テレミュージック
）

（注１） ＭＩのｂ８～ｂ１が“00000010”、“01110000”及び“01110001”の場合、伝送制御

データの中のＬＣＤ１、ＬＣＤ２及びＤＳを次のとおりとする。

ア ＭＩが“00000010”の場合、ＬＣＤ１＝“00001”（ｂ５～ｂ１）、ＬＣＤ２＝

“000000”（ｂ６～ｂ１）、ＤＳ＝“000”とする。

イ ＭＩが“01110000”及び“01110001”の場合、データ多重放送の番組を構成する

データを本体放送の関連情報で伝送していることの有無を示す。

ＬＣＤ１＝“00001”（ｂ５～ｂ１）：有

ＬＣＤ１＝“00000”（ｂ５～ｂ１）：無

ｱ ＬＣＤ２のｂ６～ｂ１で番組を構成する影像・音声の有無（１：有、０：無( )



24

）を示す。

ｂ６：“０”

ｂ５：“０”

ｂ４：音声第４チャネル

ｂ３：音声第３チャネル

ｂ２：音声第２チャネル

ｂ１：音声第１チャネル

ｲ ＤＳ＝“000”とする。( )

（注２） 蓄積して処理するためのデータをいう。以下同じ。

（注３） 実時間で処理するためのデータをいう。以下同じ。

12 論理チャネル指定１（ＬＣＤ１）は、ＭＩに続くバイトのｂ５～ｂ１の５ビットで指定するも

のとし、次のとおりとする。

1 多重副搬送波を使用する伝送方式の場合( )

注11の（注１）の場合を除き、信号を伝送する論理チャネルのＬＣＩ１の値を指定する。

2 垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合( )

注11の（注１）の場合を除き、伝送ラインを指定する値とする。
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3 音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合( )

注11の（注１）の場合を除き、データ信号副搬送波を指定する値とする。

13 論理チャネル指定２（ＬＣＤ２）は、注11の（注１）の場合を除き、伝送する論理チャネルの

ＬＣＩ２の値を指定する。ＬＣＤ１を含むバイトに続くバイトのｂ６～ｂ１の６ビットで指定す

る。

14 データ構成（ＤＳ）は、注11の（注１）の場合を除き、ＬＣＤ１及びＬＣＤ２で指定する論理

チャネルのパケットデータ及びデータグループのデータ構成を示す。ＤＳはＭＩに続くバイトの

ｂ８～ｂ６の３ビットとする。パケットデータの構成をｂ８により「０」で指定し、その他を未

定義とする。データグループ構成をｂ７及びｂ６の２進値により指定し、ＤＧ構成１を「１」、

ＤＧ構成２を「２」、その他を未定義とする。

15 ＴＣＤの第１バイトのｂ６及びｂ５の２ビット、ＴＣＤの第４バイトのｂ６～ｂ１の６ビット

及びＬＣＤ２を含むバイトのｂ８及びｂ７の２ビットを未定義（ＮＡ）とする。

16 ＴＣＤは、ＤＧ構成１のデータグループで伝送するものとし、次のとおりとする。

1 多重副搬送波を使用する伝送方式の場合( )

ＬＣＩ１を２進値で「２」、ＬＣＩ２を「１」とする論理チャネルで伝送する。データグル

ープでは、ＤＧＩ１を「０」とし、ＴＣＤはＤＧＤのＤＤ１から配列する。
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2 垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合又は音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場( )

合

ＬＣＩ２を２進値で「１」とする論理チャネルで伝送する。データグループでは、ＤＧＩ１

を「０」とし、ＴＣＤはＤＧＤのＤＤ１から配列する。

17 １つのＴＣＤは、次のＴＣＤが有効となるまで、当該データチャネルで伝送する全ての番組の

伝送を制御する。

18 ＴＣＤの送出は、次のとおりとする。

1 多重副搬送波を使用する伝送方式の場合( )

当該番組のデータが送出されるマスターフレーム（連続する４のスーパーフレームから成る

符号系列をいう。）の先頭より少なくとも１マスターフレーム周期前に送出を完了することと

する。ただし、送信した伝送制御データは、次の次のマスターフレームの先頭から有効とする。

2 垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合( )

当該番組のデータが送出されるフィールドより少なくとも１フィールド周期前に送出を完了

することとする。ただし、送信した伝送制御データは、次の次のフィールドから有効とする。

3 音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合( )

当該番組のデータが送出されるデータ信号のフレームより１フレーム周期前までに送出を完
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了することとする。

別表第一号 ファクシミリ信号の構成及び送出手順

項目 内容

１ データグループの種別 ＤＧ構成１又はＤＧ構成２とする。

２ 番組の送出 一の番組は、１以上のページから成り、各ページは番組選択デ
ータ、画像データ及び終了制御データから成り、各々データグル
ープにより、この順に送出する。

番組選択データ及び終了制御データは、一のデータパケットで
完結する一のデータグループで伝送する。

３ 信号伝送 ファクシミリ信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合
は、次の論理チャネル（ＬＣＩ１とＬＣＩ２の組合せ）以外の任
意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去期間を使用する伝送方
式の場合は、別図第二号注３の表の１から30までのうちの任意の
論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の
場合は、別図第三号注２の表の１から30までのうちの任意の論理
チャネルで伝送する。

ＬＣＩ１ ＬＣＩ２
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“０ ０ ０ ０ ０”

“０ ０ ０ １ ０” “０ ０ ０ ０ ０ １”

“０ ０ ０ １ ０” “０ ０ ０ ０ １ ０”

“１ ０ ０ ０ ０”

４ データの構成 1 ＤＧ構成１の場合、各データの構成は、次のとおりとする。( )

① 番組選択データ

データグループヘッダは、次のとおりとする。

ｱ データグループ識別１（ＤＧＩ１）( )

「０」とする。

ｲ データグループ連送（ＤＧＲ）( )

連送する場合は「１」から連番とし、連送しない場合は
「０」とする。
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ｳ データグループリンク（ＤＧＬ）( )

「０」とする。

ｴ データグループ連続番号（ＤＧＣ）( )

「０」とする。

ｵ データグループサイズ（ＤＧＳ）( )

「15」とする。

② 画像データ

１ページ分の画像データを１以上のデータグループで伝送
することとする。各データグループをＮ個のパケットで伝送
する場合、各パケットのデータブロックの構成は、次のとお
りとする。

ア 第１パケット

第１パケットのデータブロックは、データグループヘッ
ダ（40ビット）と、続く136ビットの“０”で構成する。

データグループヘッダは、次のとおりとする。

ｱ データグループ識別１（ＤＧＩ１）( )

「１」とする。

ｲ データグループ連送（ＤＧＲ）( )
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連送する場合は「１」から連番とし、連送しない場合
は「０」とする。

ｳ データグループリンク（ＤＧＬ）( )

１ページ分の画像データを複数のデータグループで伝
送する場合を「１」とし、１のデータグループで伝送す
る場合は「０」とする。

ｴ データグループ連続番号（ＤＧＣ）( )

データグループが１の場合を含み最初のデータグルー
プのＤＧＣを「０」とし、１ページ分の画像データを複
数のデータグループで伝送する場合は次のデータグルー
プ以降のＤＧＣを１ずつ加算する。

ｵ データグループサイズ（ＤＧＳ）( )

データグループデータのバイト数を示すものであり、
「22×（Ｎ－１）＋15」とする。

イ 第２パケット～第（Ｎ－１）パケット

第２パケット～第（Ｎ－１）パケットのデータブロック
は、一次元符号化方式又は二次元符号化方式により符号化
した画像のデータ（各176ビット）とし、 第（Ｎ－１）パ
ケットの残余のビットは全て“０”とする。

ウ 第Ｎパケット

第Ｎパケットのデータブロックは、次のとおりとする。
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空白符号（全てのビットを“０”） 冗長ビット
（160ビット） （16ビット）

注 冗長ビットは、サイクリック・リダンダンシー・チ
ェック符号とし、その生成多項式は、別図第四号（Ｄ
Ｇ構成１及びＤＧ構成２の構成）の１の注４と同じと
する。

③ 終了制御データ

データグループヘッダは、次のとおりとする。

ｱ データグループ識別１（ＤＧＩ１）( )

「２」とする。

ｲ データグループ連送（ＤＧＲ）( )

連送する場合は「１」から連番とし、連送しない場合は
「０」とする。

ｳ データグループリンク（ＤＧＬ）( )

「０」とする。

ｴ データグループ連続番号（ＤＧＣ）( )

「０」とする。

ｵ データグループサイズ（ＤＧＳ）( )
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「15」とする。

2 ＤＧ構成２の場合、各データの構成は、次のとおりとする。( )

① 番組選択データ

データグループヘッダは、次のとおりとする。

ｱ データグループ識別２（ＤＧＩ２）( )

「０」とする。

ｲ データグループ更新（ＤＧＮ）( )

連送する場合は「０」とし、連送しない場合は「１」と
する。

② 画像データ

１ページ分の画像データを１のデータグループで伝送する
こととする。データグループのＮ個のパケットで伝送する場
合、各パケットのデータブロックの構成は、次のとおりとす
る。

ア 第１パケット

第１パケットのデータブロックは、データグループヘッ
ダ（８ビット）と、続く168ビットの“０”で構成する。

データグループヘッダは、次のとおりとする。
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ｱ データグループ識別２（ＤＧＩ２）( )

「１」とする。

ｲ データグループ更新（ＤＧＮ）( )

連送する場合は「０」とし、連送しない場合は「１」
とする。

イ 第２パケット～第Ｎパケット

ＤＧ構成１の場合の第２パケット～第Ｎパケットのデー
タブロックの構成と同一とする。

③ 終了制御データ

データグループヘッダは、次のとおりとする。

ｱ データグループ識別２（ＤＧＩ２）( )

「２」とする。

ｲ データグループ更新（ＤＧＮ）( )

連送する場合は「０」とし、連送しない場合は「１」と
する。

別表第二号 静止画信号の構成及び送出手順



34

項目 内容

１ データグループの種別 ＤＧ構成１又はＤＧ構成２とする。

２ 信号の伝送 静止画信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別
表第一号第３項の表に示す論理チャネル（ＬＣＩ１とＬＣＩ２の
組合せ）以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去期間
を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注３の表の１から30ま
でのうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使
用する伝送方式の場合は、別図第三号注２の表の１から30までの
うちの任意の論理チャネルで伝送する。

３ データの構成 １以上のデータグループで伝送される静止画のデータは、画像
属性、書込制御、表示制御、画像及び縮小画像の全てのユニット
又は一部のユニットから成り、各々のユニットはユニット識別、
データ長及びユニットデータから成る。

1 ユニット識別( )

ユニット識別は、１バイトとし、別記に示すとおりとする。

2 データ長( )

データ長は、ユニットデータの長さ（バイト数）を２進値で

画像属性 書込制御 表示制御 画 像 縮小画像

ユニット識別
（１バイト）

データ長
（1又は4ﾊﾞｲﾄ）

ユニットデータ
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指定する。ユニットデータの長さが１～254バイトの範囲では
データ長は１バイトとする。

255～16777215バイトの範囲ではデータ長は４バイトとし、
最初の１バイトの値は「255」として、続く３バイトの２進値
でユニットデータの長さを示す。

別記 ユニット識別

ユニット名称 ユニット識別 ユニットデータの内容

画像属性 「129」 静止画像に関する属性及び静止画を識別する番号

書込制御 「130」 静止画のデータの書込みにおける制御データ

表示制御 「131」 静止画を表示する際の制御データ

画像 「132」 静止画を圧縮符号化したデータ
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縮小画像 「133」 縮小した画像を圧縮符号化したデータ

別表第三号 文字信号の構成及び送出手順

項目 内容

１ データグループの種別 ＤＧ構成１又はＤＧ構成２とする。

２ 信号の伝送 文字信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別表
第一号第３項の表に示す論理チャネル（ＬＣＩ１とＬＣＩ２の組
合せ）以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去期間を
使用する伝送方式の場合は、別図第二号注３の表の１から30まで
のうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用
する伝送方式の場合は、別図第三号注２の表の１から30までのう
ちの任意の論理チャネルで伝送する。

３ データの構成 １以上のデータグループで伝送される文字のデータは、提示制
御又は提示制御及び提示データから成る。提示制御は提示全体を
制御するデータであり、提示データは文字（文字、図形及びそれ
に関連する情報を含む。）を提示するデータである。

提示制御 提示データ
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1 提示制御( )

提示制御のデータはデータヘッドから成るものとし、その構
成は、次のとおりとする。

ア 情報分離符号は、列番号／行番号の表現方法（列番号を上
位４ビット、行番号を下位４ビットとする。以下、別表及び
別記において同じ。）において01／14とする。

イ 提示制御のデータヘッドパラメータは、02／１とする。

ウ データヘッドデータ長は、「９」とする。

2 提示データ( )

b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1

ＤＤ１ 情 報 分 離 符 号

ＤＤ２ データヘッダパラメータ

ＤＤ３ データヘッダデータ長

ＤＤ４

ＤＤ５

ＤＤ６

ＤＤ７

ＤＤ８

ＤＤ９

ＤＤ10

ＤＤ11

ＤＤ12

データヘッダ識別

データ
ヘッダ

データヘッダデータ
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提示データは、１以上のデータユニットから成る。データユ
ニットの構成は、次のとおりとする。

ア ＰＢは、データユニット内のバイトを示し、送出順にＰＢ
１、ＰＢ２、ＰＢ３、……とする。

イ データユニットの分離符号は、01／15とする。

ウ データユニットパラメータの構成は、別記のとおりとす
る。

エ データユニットリンクフラグは、次のデータユニットが継
続データユニットである場合は“１”とし、その他の場合は
“０”とする。

オ データユニットデータ長はＰＢ３のｂ７からｂ１を上位バ
イト、ＰＢ４を下位バイトとする２進値により、データユニ
ットのバイト数を示すものとし、最大32,767バイトとする。

カ データユニットデータにおいて、本文の文字符号（文字、
図形及びそれに関連する情報を含む。）を送出するものとす

データユニット識別

データユ
ニット

b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1

ＰＢ１ データユニット分離符号

ＰＢ２ データユニットパラメータ

ＰＢ３

ＰＢ４ データユニットデータ長

ＰＢ５

データユニットデータ

ＰＢ

←データユニットリンクフラグ
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る。

別記 データユニットパラメータの構成

データユニットパラメータの値 内容 機能

02／０ 本文 文字データを送出する。

03／11 継続 先行して送出したデータユニットと同一
のデータが継続する場合に継続データを同
一の符号体系により送出する。

03／14 ダミー 番組データの運用上必要な場合にダミー
データを送出する。

別表第四号 テレソフトウェア信号の構成及び送出手順

項目 内容
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１ データグループの種別 ＤＧ構成１又はＤＧ構成２とする。

２ 信号の伝送 テレソフトウェア信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の
場合は、別表第一号第３項の表に示す論理チャネル（ＬＣＩ１と
ＬＣＩ２の組合せ）以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰
線消去期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注３の表の
１から30までのうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副
搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注２の表の１か
ら30までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。

３ データの構成 一のテレソフトウェアのデータは、一以上のデータグループデ
ータで伝送することとし、ファイルの選択のためのファイルヘッ
ダ及びファイルデータから構成する。

別表第五号 時刻信号の構成及び送出手順

項目 内容

１ データグループの種別 ＤＧ構成２とする。

２ 信号の伝送 時刻信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合、ＬＣＩ

ﾃﾞｰﾀｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｰﾀ ﾃﾞｰﾀｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｰﾀ ﾃﾞｰﾀｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｰﾀ

ファイルヘッダ ファイルデータ

テレソフトフェアデータ
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１が“00010”、とＬＣＩ２が“000010”の論理チャネルで伝送
するものとし、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合又は
音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合、ＬＣＩ２が“0000
10”の論理チャネルで伝送するものとする。

３ データの構成

1 データグループ識別 データグループヘッダのデータグループ識別２（ＤＧＩ２）は( )
２ 、２進値で「０」とする。

2 データグループデー データグループデータのデータ構成は、別記のとおりとする。( )
タ構成

４ 時計較正による時計の 1 多重副搬送波を使用する伝送方式の場合( )
こう

較正位置等 ア 時計較正は、その時刻信号の伝送に使用するパケットの伝
送時のマスターフレームの次の次のマスターフレームの先頭
における較正値を示す。

イ 較正に使用するマスターフレームの先頭は、データ放送受
信機のビットストリームの入力信号において規定されるもの
とする。

2 垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合( )

時計較正は、その時刻信号の伝送に使用するパケットの伝送
時のフィールドの次の次のフィールドの先頭における較正値を
示す。

3 音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合( )

時計較正は、その時刻信号の伝送に使用されたパケットが重
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畳されてきたデータ信号のフレームの次の次の先頭における較
正値を示す。

別記 データグループデータの構成
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b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1

ＤＤ１

ＤＤ２ 修正ユリウス日（ＭＪＤ）

ＤＤ３

ＤＤ４ 世界時（Ｕｈ）

ＤＤ５ 世界分（Ｕｍ）

ＤＤ６ 世界秒（Ｕｓ）

ＤＤ７ 時差（ＴＯ）

ＤＤ８
日本年（ＪＹ）

ＤＤ９

ＤＤ10 日本月（ＪＭ）

ＤＤ11 日本日（ＪＤ）

ＤＤ12 日本週（ＪＷ）

ＤＤ13 日本時（Ｊｈ）

ＤＤ14 日本分（Ｊｍ）

ＤＤ15 日本秒（Ｊｓ）

ＤＤ16
日本ミリ秒（Ｊｍｓ）

ＤＤ17

ＤＤ18 うるう秒予告（ＬＳ）

ＤＤ19 予備（ＮＡ）

協定世界時（ＵＴＣ）

時計較正（ＣＲ）
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注１ 修正ユリウス日（ＭＪＤ）

ＭＪＤはＤＤ１～ＤＤ３の３バイトとし、２進値で修正ユリウス日を示す。

２ 協定世界時（ＵＴＣ）

ＵＴＣは世界時（Ｕｈ）、世界分（Ｕｍ）、世界秒（Ｕｓ）より成る。

1 ＵｈはＤＤ４の１バイトとし、２進値で協定世界時の時間を表すこととする。( )

2 ＵｍはＤＤ５の１バイトとし、２進値で協定世界時の分を表すこととする。( )

3 ＵｓはＤＤ６の１バイトとし、２進値で協定世界時の秒を表すこととする。( )

３ 時差（ＴＯ）

ＴＯはＤＤ７の１バイトとし、２進値で協定世界時と日本標準時の間の時差を表すものであり

、「18」とする。

４ 時計較正（ＣＲ）

時計較正は、提示時間の制御を行う時計を較正するデータとし、日本標準時を用いて表す。

時計較正は、日本年（ＪＹ）、日本月（ＪＭ）、日本日（ＪＤ）、日本週（ＪＷ）、日本時（

Ｊｈ）、日本分（Ｊｍ）、日本秒（Ｊｓ）、日本ミリ秒（Ｊｍｓ）より成る。

1 ＪＹはＤＤ８、ＤＤ９の２バイトとし、２進値で日本標準時の年（西暦）を表すこととする。( )

2 ＪＭはＤＤ10の１バイトとし、２進値で日本標準時の月を表すこととする。( )
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3 ＪＤはＤＤ11の１バイトとし、２進値で日本標準時の日を表すこととする。( )

4 ＪＷはＤＤ12の１バイトとし、２進値で日本標準時の週を表すこととする。( )

月曜を「１」、火曜を「２」、水曜を「３」、木曜を「４」、金曜を「５」、土曜を「６」

、日曜を「７」とする。

5 ＪｈはＤＤ13の１バイトとし、２進値で日本標準時の時を表すこととする。( )

6 ＪｍはＤＤ14の１バイトとし、２進値で日本標準時の分を表すこととする。( )

7 ＪｓはＤＤ15の１バイトとし、２進値で日本標準時の秒を表すこととする。( )

8 ＪｍｓはＤＤ16、ＤＤ17の２バイトとし、２進値で日本標準時のミリ秒を表すこととする。( )

５ うるう秒予告（ＬＳ）

ＬＳは１分毎に現在の分の終了と次の分の開始の間におけるうるう秒の有無を予告し、以下の

２進値とする。

うるう秒なしを「０」、＋１うるう秒を「１」、－１うるう秒を「255」とする。

６ 予備（ＮＡ）

ＮＡはＤＤ19の１バイトとし、予備とする。

別表第六号 複合データ信号の構成及び送出手順
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項目 内容

１ データグループの種別 ＤＧ構成１又はＤＧ構成２とする。

２ 信号の伝送 複合データ信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は
、別表第一号第３項の表に示す論理チャネル（ＬＣＩ１とＬＣＩ
２の組合せ）以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去
期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注３の表の１から
30までのうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波
を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注２の表の１から30ま
でのうちの任意の論理チャネルで伝送する。

３ データの構成 1 ＤＧ構成１の場合、データグループデータの構成は、次のと( )
おりとする。ただし、１のデータグループデータは、１のデー
タヘッダとそれに続く０、１又は複数のデータユニットにより
構成されるものとする。また、１のデータグループデータにお
いて、データクラスタデータをデータユニットデータとするデ
ータユニットとデータセグメントデータをデータユニットデー
タとするデータユニットは、同時に存在させてはならないもの
とする。

データヘッダ データユニット データユニット

ア データヘッダの構成は、次のとおりとする。
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ｱ 情報分離符号は、01／14とする。( )

ｲ データヘッダパラメータは、２バイト以上の可変長バイ( )
トとし、10／０～15／15の範囲の符号を中間符号、02／０
～07／15の範囲の符号をパラメータが終了する場合の終端
符号とする。ただし、データヘッダパラメータの最初の１
バイトの値は、別記第一のとおりとする。

ｳ データ長の構成は、別記第二のとおりとする。( )

イ データユニットの構成は、次のとおりとする。

b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1

ＤＤ１ 情 報 分 離 符 号

ＤＤ２

データヘッダパラメータ

ＤＤ

ＤＤ

データ長

ＤＤ

ＤＤ

データヘッダデータ

ＤＤ

データヘッダ識別

データ
ヘッダ
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ｱ ＰＢは、データユニット内のバイトを示し、送出順にＰ( )
Ｂ１、ＰＢ２、ＰＢ３、…とする。

ｲ データユニット分離符号は、01／15とする。( )

ｳ データユニットパラメータは、２バイト以上の可変長バ( )
イトとし、10／０～15／15の範囲の符号を中間符号、02／
０～07／15の範囲の符号をパラメータが終了する場合の終
端符号とする。ただし、データユニットパラメータの最初
の１バイトの値は、別記第三のとおりとする。

ｴ データユニットリンクフラグは、次のデータユニットが( )
継続データユニットである場合は“１”とし、その他の場
合は“０”とする。

b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1

ＰＢ１ データユニット分離符号

ＰＢ２

データユニットパラメータ

ＰＢ

ＰＢ

データ長

ＰＢ

ＰＢ

データユニットデータ

ＰＢ

データユニット識別

データユ
ニット

←データユニットリンクフラグ
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ｵ データ長の構成は、別記第四のとおりとする。( )

ｶ データユニットデータにおいて、複合データ信号のデー( )
タを送出する。

2 ＤＧ構成２の場合、データグループデータはデータユニット( )
データのみから成り、その構成は、次のとおりとする。

ア ＰＢは、データユニット内のバイトを示し、送出順にＰ
Ｂ１、ＰＢ２、ＰＢ３、…とする。

イ データユニットデータにおいて、複合データ信号のデー
タを送出する。

別記第一 データヘッダパラメータの最初の１バイトの値

最初の１バイトの値 内容 機能

b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1

ＰＢ１

データユニットデータ

ＰＢ
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10／０ 番組 番組の識別番号等を送出する。

10／１ ページ ページの識別番号等を送出する。

10／２ 番組索引 番組索引の識別番号等を送出する。

10／３ 継続 先行して送出したデータに継続するデータの
識別番号等を送出する。

10／４ 実時間番組 実時間番組（データクラスタ）データの識別
（データクラスタ） 番号等を送出する。

10／８ リンク リンク情報の識別番号等を送出する。

10／９ 番組共通マクロ 番組共通マクロの識別信号等を送出する。

10／12 実時間番組 実時間番組（データセグメント）データの識
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（データセグメント） 別番号等を送出する。

10／15 運用信号 運用信号の識別信号等を送出する。

注 リンク情報とは、受信者の操作入力等に基づく指示と、それに対応した受信機の受信動作との

関連を示すための情報をいう。

別記第二 データ長（データヘッダデータ長）の構成

１ データヘッダデータ長が65,534バイト以下のとき

注１ nは、データヘッダパラメータのバイト数とする。

２ データヘッダデータ長は、ＤＤ（n＋２）を上位バイト、ＤＤ（n＋３）を下位バイトとする

２進数により、データヘッダのバイト数を示すものとする。

b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1

ＤＤ（ｎ＋２）

データヘッダデータ長

ＤＤ（ｎ＋３）
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２ データヘッダデータ長が65,535バイト以上のとき

注１ ｎは、データヘッダパラメータのバイト数とする。

２ ＤＤ（ｎ＋２）及びＤＤ（ｎ＋３）は、ともに、“11111111”とする。

３ データヘッダデータ長の長さは、２進数で表したものとする。

４ データヘッダデータ長は、ＤＤ（ｎ＋５）を最上位バイトとする２進数により、データヘッ

ダのバイト数を示すものとする。

別記第三 データヘッダパラメータの最初の１バイトの値

b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1

ＤＤ（ｎ＋２）

ＤＤ（ｎ＋３）

ＤＤ（ｎ＋４） データヘッダデータ長の長さ

ＤＤ（ｎ＋５）

データヘッダデータ長

ＤＤ
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最初の１バイトの値 内容 機能

10／０ 本文 本文を表示する領域における文字データ
及びモザイク図形データを送出する。

10／１ 同期文 同期文を送出する。

10／４ ヘッダ文 ヘッダ文を表示する領域における文字デ
ータ及びモザイク図形データを送出する。

10／５ 発音情報 発音情報を送出する。

10／８ ジオメトリック ジオメトリック図形データを送出する。

10／９ 番組共通マクロ 番組共通マクロ定義を読み出す。

10／12 付加音 付加音データを送出する。
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11／０ １バイトＤＲＣＳ １バイトＤＲＣＳ図形データを送出す
る。

11／１ ２バイトＤＲＣＳ ２バイトＤＲＣＳ図形データを送出す
る。

11／４ カラーマップ カラーマップデータを送出する。

11／５ 応答リンク 応答リンク（固定的な符号化方式）情報
を送出する。

11／７ ハイパーリンク ハイパーリンク情報（汎用的な符号化方
式）を送出する。

11／８ １層フォトグラフィック １層フォトグラフィック図形データを送
出する。

11／11 継続 先行して送出したデータユニットと同一
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の継続するデータユニットを送出する。

11／13 番組索引 番組索引データを送出する。

11／14 ダミー ダミーデータを送出する。

11／15 ネットワーク運用 放送局の運用上必要な場合送出する。

12／０ データセグメントデータ データセグメントデータを送出する。

12／８ 提示管理 提示管理情報を送出する。

13／０ テレソフトウェア テレソフトウェア信号を送出する。

13／８ 静止画 静止画信号を送出する。
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注１ モザイク図形とは、モザイク素片に対応する符号の組合せで表示する図形をいう。

２ ジオメトリック図形とは、点、直線、円弧等を指定する図形記述命令の組合せで示す図形を

いう。

３ ＤＲＣＳ図形とは、あらかじめ送出したパターンデータに対応する符号の組合せで表示する

図形をいう。

４ １層フォトグラフィック図形とは、１層のパターンデータで表示する図形をいう。

別記第四 データ長（データユニットデータ長）の構成

１ データユニットデータ長が32,766バイト以下のとき

注１ ｎは、データユニットパラメータのバイト数とする。

２ データユニットデータ長は、ＰＢ（ｎ＋２）のｂ７～ｂ１を上位バイト、ＰＢ（ｎ＋３）の

ｂ８～ｂ１を下位バイトとする２進数により、データユニットのバイト数を示すものとする。

２ データユニットデータ長が32,767バイト以上のとき

b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1

ＰＢ（ｎ＋２）

ＰＢ（ｎ＋３）
データユニットデータ長
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注１ ｎは、データユニットパラメータのバイト数とする。

２ ＰＢ（ｎ＋２）のｂ７～ｂ１は、“1111111”とし、ＰＢ（ｎ＋３）は、“11111111”とす

る。

３ データユニットデータ長の長さは、２進数で表したものとする。

４ データユニットデータ長は、ＰＢ（ｎ＋５）を最上位バイトとする２進数により、データヘ

ッダのバイト数を示すものとする。

別表第七号 スクランブル制御の構成

b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1

ＰＢ（ｎ＋２）

ＰＢ（ｎ＋３）

ＰＢ（ｎ＋４） データヘッダデータ長の長さ

ＰＢ（ｎ＋５）

データヘッダデータ長

ＰＢ
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項目 内容

１ スクランブル制御の構 スクランブル制御（ＳＣＣ）は、スクランブル識別フラグ（Ｓ
成 ＣＦ）及び鍵更新タイミングフラグ（ＳＣＴ）から成る。

２ スクランブル識別フラ 1 スクランブル識別フラグ（ＳＣＦ）( )
グ及び鍵更新タイミング
フラグの構成 スクランブル識別フラグは、スクランブルを行ったパケット

データの送出時には“１”とし、スクランブルを行わないパケ
ットデータの送出時には“０”とする。

2 鍵更新タイミングフラグ（ＳＣＴ）( )

鍵更新タイミングフラグは、スクランブルに使用する鍵を当
該パケットで新たに更新する時に“１”とし、前パケットと同
じ鍵を使用する時は“０”とする。

注１ スクランブルに関する関連情報を伝送制御データに従い論理チャネルを用いて伝送する場合
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は、次のいずれか、又は併用することができる。

1 伝送制御データにおいて、ＭＩを「１」として指定する論理チャネル。( )

2 伝送制御データにおいて、ＳＶを「１」、ＰＲを「65280」、ＭＩを「１」として指定す( )

る論理チャネル。

２ 関連情報は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別表第一号第３項の表に示す論理

チャネル（ＬＣＩ１とＬＣＩ２の組合せ）以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去

期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注３の表の１から30までのうちの任意の論理チ

ャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注２の表の１か

ら30までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。
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］
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５
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］
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一
頁

○
総
務
省
告
示
第
七
十
二
号

有
線
一
般
放
送
の
品
質
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
九
十
五
号
）
第
二
十
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
三
百
十
五
号
（
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
受
信
に
影

響
を
与
え
る
こ
と
が
検
知
さ
れ
な
い
た
め
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

第
一
項
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
送
信
の
方
式
が
標
準
衛
星
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
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ョ
ン
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広
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縮
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ソ
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た
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率
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ビ
ジ
ョ
ン
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等
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送
波
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標
準
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器
及
び
テ
レ
ビ
変
調
器
を
用
い
て
発
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さ
せ
、
同
時
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他
の
電
磁
波
を
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送
波
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レ
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ル
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第
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に
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定
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す
る
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限
レ
ベ
ル
差
を
い
う
。
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を
求
め
、
又
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ス
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ク
ト
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評
価
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よ
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妨
害
波
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ル
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に
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ン
放
送
方
式
又
は
標
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デ
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ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
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に
、
「
試
験
信
号
発
生
装
置
を
用
い
て
」
を
「
試
験
信
号
発
生
装
置
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他
の
電
磁
波
を
発
生
さ
せ
る
被
試
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装
置
を
い

う
。
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て
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評
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ア
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ロ
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調
方
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に
あ
っ
て
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、
有
線
テ
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ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
搬
送
波
を
標
準
信
号
発
生
器
及
び
テ
レ
ビ
変
調
器
を
用

い
て
発
生
さ
せ
、
同
時
に
他
の
電
磁
波
を
試
験
信
号
発
生
装
置
を
用
い
て
発
生
さ
せ
て
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の

搬
送
波
の
下
側
に
隣
接
伝
送
さ
せ
、
主
観
評
価
若
し
く
は
客
観
評
価
に
よ
り
検
知
限
レ
ベ
ル
差
を
求
め
、
又
は
ス
ペ
ク

ト
ル
マ
ス
ク
評
価
に
よ
り
妨
害
波
の
レ
ベ
ル
の
測
定
を
行
い
、
前
項
第
１
号
の
基
準
を
満
た
す
こ
と
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確
認
す
る
。
ま

た
、
デ
ジ
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ル
変
調
方
式
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を
「
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方
式
又
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デ
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方
式
」
に
、
「
同
項
第
２
号
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
号

を
削
り
、
同
項
第
２
号

中
「
ア
ナ
ロ
グ
変
調
方
式
に

( )四

( )三

あ
っ
て
は
、
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
搬
送
波
を
標
準
信
号
発
生
器
及
び
テ
レ
ビ
変
調
器
を
用
い
て
発
生
さ
せ
、

同
時
に
下
り
の
他
の
電
磁
波
を
信
号
発
生
部
側
の
試
験
信
号
発
生
装
置
を
用
い
て
発
生
さ
せ
て
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
等
の
搬
送
波
と
同
時
に
伝
送
さ
せ
、
ス
プ
リ
ア
ス
が
確
認
さ
れ
た
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
お
い
て
、
テ
レ
ビ
受
信
機
に
よ
る

画
面
評
価
を
行
い
、
客
観
評
価
に
よ
り
検
知
限
レ
ベ
ル
差
を
求
め
、
又
は
ス
ペ
ク
ト
ル
マ
ス
ク
評
価
に
よ
り
妨
害
波
の

レ
ベ
ル
の
測
定
を
行
い
、
前
号
第
１
号
の
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
変
調
方
式
に
あ
っ
て

は
、
」
を
削
り
、
「
同
項
第
２
号
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
号

中
「
ア
ナ
ロ
グ
変
調
方
式
に
あ
っ
て
は
、
有
線
テ

( )五

レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
搬
送
波
を
標
準
信
号
発
生
器
及
び
テ
レ
ビ
変
調
器
を
用
い
て
発
生
さ
せ
、
同
時
に
上
り
の
他
の

電
磁
波
を
測
定
部
側
の
試
験
信
号
発
生
装
置
を
用
い
て
発
生
さ
せ
て
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
搬
送
波
と
同
時
に

伝
送
さ
せ
、
ス
プ
リ
ア
ス
が
確
認
さ
れ
た
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
お
い
て
、
テ
レ
ビ
受
信
機
に
よ
る
画
面
評
価
を
行
い
、
客
観

評
価
に
よ
り
検
知
限
レ
ベ
ル
差
を
求
め
、
又
は
ス
ペ
ク
ト
ル
マ
ス
ク
評
価
に
よ
り
妨
害
波
の
レ
ベ
ル
の
測
定
を
行
い
、

前
項
第
１
号
の
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
変
調
方
式
に
あ
っ
て
は
、
」
を
削
り
、
「
同
項

第
２
号
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
号

を
削
り
、
同
項
第
３
号

中
「
別
図
第
十
三
号
」
を
「
別
図
第
九
号
」
に
改

( )六

( )一

め
、
同
号

中
「
ア
ナ
ロ
グ
変
調
方
式
に
あ
っ
て
は
、
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
に
使
用
す
る
光
波
長
を
標
準
信
号

( )二

発
生
器
、
テ
レ
ビ
変
調
器
及
び
光
送
信
機
を
用
い
て
発
生
さ
せ
、
同
時
に
全
て
の
下
り
の
他
の
光
波
長
を
試
験
信
号
発

生
装
置
及
び
光
送
受
信
機
を
用
い
て
発
生
さ
せ
て
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
に
使
用
す
る
光
波
長
と
多
重
し
、
か
つ



四
頁

、
伝
送
さ
せ
、
全
て
の
下
り
の
他
の
光
波
長
か
ら
の
妨
害
の
影
響
が
最
も
大
き
く
な
る
条
件
に
お
い
て
、
主
観
評
価
若

し
く
は
客
観
評
価
に
よ
り
検
知
限
レ
ベ
ル
差
を
求
め
、
又
は
ス
ペ
ク
ト
ル
マ
ス
ク
評
価
に
よ
り
妨
害
波
の
レ
ベ
ル
の
測

定
を
行
い
、
前
項
第
１
号
の
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
変
調
方
式
に
あ
っ
て
は
」
を
削
り

、
「
同
項
第
２
号
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
号

を
削
る
。

( )三

第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

ス
ペ
ク
ト
ル
マ
ス
ク
評
価
の
方
法

１

Ｐ
Ｎ
符
号
発
生
器
及
び
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
変
調
器
を
用
い
て
発
生
さ
せ
た
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
搬
送

波
に
よ
り
、
テ
レ
ビ
受
信
機
の
画
像
が
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

２

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
に
使
用
す
る
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
を
測
定
し
、
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
の
平
均
値
を
ス
ペ

ク
ト
ル
マ
ス
ク
の
基
準
値
と
す
る
。

３

ス
ペ
ク
ト
ル
マ
ス
ク
評
価
の
測
定
対
象
の
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
搬
送
波
の
送
出
を
停
止
さ
せ
た
状
態

で
、
次
の
場
合
ご
と
に
他
の
電
磁
波
又
は
全
て
の
下
り
の
他
の
光
波
長
を
発
生
さ
せ
る
。

隣
接
チ
ャ
ン
ネ
ル
妨
害
の
確
認
を
行
う
場
合
は
、
別
図
第
一
号
に
示
す
試
験
信
号
発
生
装
置
を
用
い
て
他
の

( )一
電
磁
波
を
発
生
さ
せ
る
。

下
り
の
他
の
電
磁
波
の
ス
プ
リ
ア
ス
妨
害
の
確
認
を
行
う
場
合
は
、
別
図
第
二
号
に
示
す
信
号
発
生
部
側
の

( )二
試
験
信
号
発
生
装
置
を
用
い
て
他
の
電
磁
波
を
発
生
さ
せ
る
。



五
頁

上
り
の
他
の
電
磁
波
の
ス
プ
リ
ア
ス
妨
害
の
確
認
を
行
う
場
合
は
、
別
図
第
二
号
に
示
す
測
定
部
側
の
試
験

( )三
信
号
発
生
装
置
を
用
い
て
他
の
電
磁
波
を
発
生
さ
せ
る
。

光
波
長
多
重
に
よ
る
光
波
長
間
の
妨
害
の
確
認
を
行
う
場
合
は
、
別
図
第
九
号
に
示
す
試
験
信
号
発
生
装
置

( )四
及
び
光
送
受
信
機
を
用
い
て
全
て
の
下
り
の
他
の
光
波
長
を
発
生
さ
せ
る
。

４

ス
ペ
ク
ト
ル
マ
ス
ク
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
周
波
数
帯
域
に
お
い
て
、
妨
害
波
の
レ
ベ
ル
を
記
録
す
る
。

５

ス
プ
リ
ア
ス
妨
害
及
び
光
波
長
多
重
に
よ
る
光
波
長
間
の
妨
害
の
確
認
に
あ
っ
て
は
、
伝
送
さ
れ
る
全
て
の
搬

送
波
に
つ
い
て
、
第
１
号
か
ら
前
号
ま
で
の
手
順
で
評
価
を
行
う
。

別
図
第
一
号
及
び
別
図
第
二
号
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

別
図

第
一

号
隣

接
チ

ャ
ン

ネ
ル

妨
害

の
評

価
試

験
系

統
図



六
頁

注
測

定
点

は
有

線
放

送
設

備
に

お
い

て
搬

送
波

と
雑

音
の

レ
ベ

ル
差

以
下

Ｃ
Ｎ

比
と

い
う

が
最

（

「

」

）

、
、

。

も
小

さ
い

受
信

者
端

子
又

は
そ

れ
以

下
の

Ｃ
Ｎ

比
と

な
る

地
点

を
設

定
す

る
も

の
と

す
る

。

別
図

第
二

号
ス

プ
リ

ア
ス

妨
害

の
評

価
試

験
系

統
図



七
頁

注
測

定
点

は
有

線
放

送
設

備
に

お
い

て
Ｃ

Ｎ
比

が
最

も
小

さ
い

受
信

者
端

子
又

は
そ

れ
以

下
の

Ｃ
Ｎ

比
と

な
、

、

る
地

点
を

設
定

す
る

も
の

と
す

る
。

別
図
第
三
号
か
ら
別
図
第
六
号
ま
で
を
削
り
、
別
図
第
七
号
を
別
図
第
三
号
と
し
、
別
図
第
八
号
か
ら
別
図
第
十
二



八
頁

号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
別
図
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



九
頁

別
図
第
十
三
号
を
別
図
第
九
号
と
し
、
別
表
を
削
る
。



一
頁

○
総
務
省
告
示
第
七
十
三
号

放
送
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
総
務
省
令
第
七
号
）
及
び
平
成
二
十
五
年
総
務
省

告
示
第
五
十
九
号
（
基
幹
放
送
用
周
波
数
使
用
計
画
の
一
部
を
変
更
す
る
件
）
の
施
行
に
伴
い
、
次
に
掲
げ
る
告
示
は
、

廃
止
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

一

昭
和
五
十
七
年
郵
政
省
告
示
第
八
百
八
十
一
号
（
放
送
区
域
等
を
計
算
に
よ
る
電
力
束
密
度
に
基
づ
い
て
定
め
る

場
合
に
お
け
る
当
該
電
力
束
密
度
の
算
出
の
方
法
を
定
め
る
件
）

二

昭
和
五
十
七
年
郵
政
省
告
示
第
八
百
五
十
九
号
（
無
線
設
備
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
規
則
第
十
四
条
第
一
項

の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
多
重
放
送
を
行
う
放
送
局
の
送
信
設
備
等
を

定
め
る
件
）

三

平
成
十
三
年
総
務
省
告
示
第
四
百
八
十
号
（
無
線
設
備
規
則
第
三
十
七
条
の
四
第
二
項
に
基
づ
き
標
準
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
を
行
う
放
送
局
の
送
信
設
備
の
条
件
を
定
め
る
件
）

四

平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
二
百
八
十
六
号
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
の
電
界
強
度
の
値
を

定
め
る
件
）

五

平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
二
百
八
十
七
号
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
の
電
界
強



二
頁

度
の
値
を
定
め
る
件
）

六

平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
二
百
八
十
八
号
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ

多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
の
電
界
強
度
の
値
を
定
め
る
件
）

七

平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
二
百
八
十
九
号
（
多
重
フ
レ
ー
ム
行
列
の
同
期
符
号
及
び
制
御
手
順
、
フ
レ
ー
ム

行
列
の
構
成
及
び
制
御
手
順
、
音
声
信
号
の
送
出
手
順
並
び
に
デ
ー
タ
パ
ケ
ッ
ト
の
送
出
手
順
を
定
め
る
件
）

八

平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
二
百
九
十
号
（
擬
似
乱
数
符
号
重
畳
方
式
に
よ
る
音
声
信
号
の
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
の

手
順
、
擬
似
乱
数
符
号
系
列
の
生
成
方
法
、
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
に
関
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
並
び
に
関
連
情
報
の
構
成
及
び

送
出
手
順
を
定
め
る
件
）

九

平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
二
百
九
十
一
号
（
垂
直
帰
線
消
去
期
間
に
お
け
る
水
平
走
査
線
に
重
畳
す
る
信
号

を
定
め
る
件
）

十

平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
二
百
九
十
二
号
（
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
お
け
る
識
別
制
御
信
号
の
構
成
を

定
め
る
件
）

十
一

平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
二
百
九
十
三
号
（
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
お
け
る
妨
害
低
減
の
技
術
的
条

件
を
定
め
る
件
）

十
二

平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
二
百
九
十
四
号
（
フ
レ
ー
ム
行
列
の
構
成
及
び
制
御
手
順
、
音
声
信
号
の
送
出

手
順
並
び
に
デ
ー
タ
パ
ケ
ッ
ト
の
送
出
手
順
を
定
め
る
件
）



三
頁

十
三

平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
二
百
九
十
五
号
（
走
査
線
内
信
号
切
替
方
式
又
は
走
査
線
転
移
方
式
に
よ
る
映

像
信
号
の
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
の
手
順
、
擬
似
乱
数
符
号
重
畳
方
式
に
よ
る
音
声
信
号
の
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
の
手
順
、
擬
似

乱
数
符
号
系
列
の
生
成
方
法
、
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
に
関
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
並
び
に
関
連
情
報
の
構
成
及
び
送
出
手
順
を

定
め
る
件
）

十
四

平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
二
百
九
十
六
号
（
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
の
放
送
番
組
の
デ
ー
タ

の
送
出
等
を
定
め
る
件
）

十
五

平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
二
百
九
十
七
号
（
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
を
行
う
放
送
衛
星
局
の

送
信
の
方
式
の
う
ち
同
省
令
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
も
の
を
定
め
る
件
）

十
六

平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
三
百
十
号
（
デ
ー
タ
信
号
の
構
成
並
び
に
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
を
行
う
範
囲
及
び
ス

ク
ラ
ン
ブ
ル
の
制
御
を
定
め
る
等
の
件
）

十
七

平
成
十
八
年
総
務
省
告
示
第
八
十
号
（
基
幹
放
送
用
周
波
数
使
用
計
画
第
１
の
６

の
規
定
に
よ
り
定
め
る
中

( )４

継
局
を
定
め
る
件
）

十
八

平
成
十
六
年
総
務
省
告
示
第
五
百
二
号
（
放
送
用
周
波
数
使
用
計
画
第
１
の
５

の
規
定
に
よ
り
定
め
る
中
継

( )５

局
を
定
め
る
件
）
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